




　平塚市社会福祉協議会は社会福祉事業法

公布後の全国的な社会福祉協議会結成の動

きに合わせ、昭和28年に任意団体として

発足し、生活困窮者の慰問や法外援護活動

などの支援事業、心配ごと相談室、世帯更

生資金貸付事業等を行っていたと聞いてお

ります。

　その後、社会福祉の対象が従来の低所得

者層、身体障害者等のみでなく、地域社会

そのものも活動の範囲に含まれるものとな

り、組織の確立や機能の強化を図るため、

昭和50年には、関係者のご努力によって

社会福祉法人の設立認可を受けました。

　以来30年、幅広く市民の福祉ニーズに

応えるため、共同募金活動、ボランティア

センターの運営、社会福祉基金事業、地域

福祉権利擁護事業、基幹型在宅介護支援セ

ンター事業（地域包括支援センター事業）、

子育て支援事業、介護保険事業者として

の取組みなど、様々な事業を展開し、本会

の運営や事業活動が発展を遂げることがで

きましたのも、多くの市民の皆様をはじめ、

各施設、団体や関係機関、諸先輩方の暖か

いご支援、ご協力の賜物であり、深く感謝

申し上げます。

　平成12年に、いままでの社会福祉事業

法が社会福祉法に改正され、社会福祉協議

会は「地域福祉推進を図ることを目的とす

る団体」であると明記され、社会福祉協議

会の果たすべき役割は、ますます大きなも

のになっていると痛感しています。

　今後とも地域住民に期待される社会福祉

協議会として、その使命を認識し、地域福

祉推進のために努力してまいる所存であり

ますので、各位のより一層のご理解とご支

援をお願い申し上げます。

　この度、今日までの足跡を記録にとどめ、

本会法人化30周年記念誌としてまとめま

したので、ご高覧いただければ幸いに存じ

ます。

平塚市社協法人化30周年を迎えて

平塚市社会福祉協議会 会長

三 次 克 則



　平塚市社会福祉協議会が法人化30周年

を迎えられ、ここにその歴史と輝かしい業

績の数々を収録した記念誌が発刊されます

ことを心からお喜び申し上げます。

　貴会は、平塚市の社会福祉事業における

住民活動の強化を図るための組織として昭

和28年に設立され、昭和50年3月には社

会福祉法人となり、今日まで本市の社会福

祉の発展とともに歩んでこられました。

　その間、さまざまな事業や新しい取り組

みを進めてこられた歴代会長をはじめとす

る関係者の皆様の熱意に対し、深く敬意を

表します。

　今、少子・高齢化の進展、家族・地域

社会の変化に伴って、福祉に対する市民の

ニーズは多様なものとなってきております。

こうしたことを背景に、社会福祉の制度も、

限られた人の保護・救済にとどまらず、だ

れもが自分らしく安心した生活が送れるよ

うな社会づくりが期待されています。

　平成12年6月に施行された社会福祉法

では、「地域福祉の推進」が法の目的に

掲げられ、市民一人一人の自立した生活を、

地域で総合的に支援していくことが明文化

されました。また、地域福祉の推進の中核

として、社会福祉協議会が位置付けられた

ことは、これまで取り組んでこられた永年

の活動が改めて評価されたものと認識して

おります。

　法人化30周年を契機に、これまでの活

動実績の上に立ち、さらに力強い一歩を踏

み出されますよう御期待申し上げるととも

に、貴会のますますの御発展を祈念いたし

まして、お祝いの言葉といたします。

法人化30周年記念誌の発刊を祝って

平塚市長

大 藏 律 子
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第1節　平塚市社会福祉協議会の創設
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1　社会福祉協議会創設の動き
　昭和２０年（１９４５）の敗戦の混乱のなかで、連
合国総司令部から社会福祉について強力な指導
があり、新憲法の第２５条において国民の「健康
で文化的な最低限度」の生活を権利として、国は
この責任を負うことになった。
　児童福祉法、身体障害者福祉法、生活保護法が

つぎつぎに公布され、昭和２６年（１９５１）には社
会福祉事業法の公布とともに社会福祉協議会が
都道府県単位に拡大していった。同時に民生委員
制度、民間社会福祉事業の組織化が行われ地域
福祉の基盤ができた。

２　神奈川県社会福祉協議会の創設
　社会福祉事業法は、共同募金と並んで社会福
祉協議会についても規定を設けた。
○　社会福祉協議会は、都道府県の区域を単位
として社会福祉の調査、総合的企画、連絡調整、
助成、普及宣伝を行うことを目的とする団体で、
その区域内の社会福祉事業または更生保護事
業を経営する者の過半数が参加するものでな
ければならないこと。
○　関係行政機関の職員は、社会福祉協議会の
役員になることができるが、役員の総数の５分
の１を超えてはならないこと。
○　正当な理由がない限り自発的参加者の加入
を拒んではならないこと。

等が「社会福祉事業法」で示され、「社会福祉協議
会組織の基本要領」に基づき、まず、都道府県に
社会福祉協議会の結成が進められた。
　社会福祉協議会の性格は、一定の地域社会に
おいて、住民が主体となり、社会福祉、保健衛生
その他生活の改善向上に関連ある公私関係者の
参加、協力を得て、地域の実情に応じ、住民の福
祉を増進することを目的とする民間の自主的な
組織である。また、住民主体の原則に基づき市区
町村を基本単位として組織されるに至った。
　ちなみに、神奈川県社会福祉協議会は、昭和
２６年（１９５１）４月３日に発会式を行った。

３　平塚市社会福祉協議会の発足
　都道府県の社会福祉協議会結成の動きに合わ
せ、県レベルでも各市区郡町村での結成の動き
が進められた。
　神奈川県社会福祉協議会地域部会では、昭和
２６年（１９５１）度より当面の重点目標として毎年
助成金を交付し、市区郡町村の社会福祉協議会
結成に取組んだ。しかし、根拠法令である社会福
祉事業法に市区郡町村レベルの社会福祉協議会

の位置づけがなく、結成にこぎつけるまでの困難
は大きかった。
　昭和２６年（１９５１）８月までに、横浜市をはじ
め、横須賀市・川崎市・藤沢市・茅ヶ崎市の５市と中・
足柄上・三浦・津久井・高座・愛甲の６郡において社
会福祉協議会が発足し、その後、足柄下郡、鎌倉
市、昭和２８年（１９５３）４月の平塚市を含めた各
市の発足で県内の社会福祉協議会が完成した。
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　神奈川県の場合、小地域社会福祉協議会の範
囲は、民生委員協議会（民協）単位に結成すること
を申しあわせ、市区郡レベルを｢地域｣と称し、町
村と市区域の民協の範囲を「地区」と称すること
に決め「地区社協設置要綱」を制定して組織づく
りが進められた。

　昭和２７年（１９５２）度当初、平塚市社会福祉協
会の結成から、昭和２８年（１９５３）４月に任意団
体として、平塚市社会福祉協議会が発足したが、
当時の状況を知る資料は非常に乏しい。
　『平塚市郷土誌事典』には次のように紹介され
ている。

　昭和２６年（１９５１）神奈川県社会福祉協議会設置要綱に基づき市郡を単位とする地域社協の開発とな
り、昭和２８年４月平塚市社会福祉協議会設立。会の業務を円滑にするため平塚新宿、須賀、馬入、海岸の５
区域に小地区社協を設置。後に２９年、３１年の町村合併により旧町村毎に地区社協を設置した。当時市社
協会長に市長を当て、会員は民生委員と市内福祉施設及び社会事業団体の代表者によるもので、事務所
は市厚生課。後に福祉事務所に置き、担当課長を事務局長に更生係が事務を担当した。事業内容について
も法外援護活動はもとより、「社会を明るくする運動」を目標に世帯更正資金及び緊急生活費の貸付、生活
困窮世帯、母子家庭、老人家庭及び一人暮しまたは寝たきり老人等に対する援護、並びに生活指導の実施、
期間行事として共同募金、歳末たすけあい、赤十字募金の実施、子供の日、敬老の日等の週間行事に積極
的企画参加、子供会、老人クラブの指導育成に当たり、保育所、精神薄弱児者施設、老人ホーム等の施設の
見学、慰問あるいはボランティアとしての訪問活動が行われている。

　『平塚市郷土誌事典』（昭和５１年４月市史編さん室発行）より、本文をそのまま掲載

　また、昭和４５年（１９７０）度の福祉展概況報告
によると、福祉事務所は次のような機構になって

いた。なお、平塚市社会福祉協議会は、社会課社
会係に所属していた。

福祉事務所の機構（昭和４５年度福祉展概況報告より）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　庶務係
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奉仕員（老人３、身障１、精薄１）
　　　　　　　　　　　保護課　　　　　保護係
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　家庭児童相談員
　　福祉事務所　　　　　　　　　　　　福祉係　　　　　　老人憩いの家七国荘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社会係
　　　　　　　　　　　社会課　　　　　　　　　　　　　　共同作業所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　児童係　　　　　　母子寮（寮母１）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保育所
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４　任意団体時代の活動
　昭和２８年（１９５３）４月１日に任意の社会福祉
協議会が設立され、昭和５０年（１９７５）に法人化
されるまでの２２年間は、共同募金の配分金と平
塚市及び神奈川県社会福祉協議会からの助成金
等を財源として次の各種事業を行っていた。
（１）支援事業
１）生活困窮者の慰問
　市内の生活困窮者、施設収容者に対し、夏期
及び年末に慰問金品を贈り、また、年末たすけ
あい運動によって、市民から寄せられた善意で
年末年始にあわせ、慰問金品、お年玉を贈り慰
問した。
２）法外援護活動
○　旅費困窮者救護
　旅行中、本市までたどりついたが、旅費欠
乏のため目的地まで行くことのできない者
に対し、旅費の一部を支給した。
○　生活困窮家庭児童への援護
　生活困窮家庭の児童に対し、学童服購入
費用の一部並びに修学旅行用カバンを支給
した。
○　一時貸付
　生活困窮世帯のうち、生活費等の欠乏に
より緊急援助の必要がある者に貸付を行っ
た。

３）社会福祉事業施設従事者に慰問金支給
　市内の民間社会福祉事業施設従事者に、日
頃の苦労に対して慰問金を贈った。
４）支援育成事業
○　老人クラブの育成
　老人福祉施策の一環として老人クラブの
結成の呼びかけをし、市内に単位クラブの結
成を進めた。また、老人の近代的知識の向上
を図るため、老人大学を開設した。
○　社会福祉協力センターの設置
　社会福祉事業のための活動を希望するボ
ランティアと、その活動の受け入れ側との間

にあって相互の連絡調整を行い活動の推進
を図るため、社会福祉協力センターを設置し
た。
○　地区社会福祉協議会の設置
　昭和３９年（１９６４）９月から福祉に欠ける
状態を解消するために地域住民の組織化に
ついて、各地区に協議会の設置を進めた。

（２）心配ごと相談室
　心配ごと相談室は、日常生活におけるあらゆる
心配ごとの相談に応じ、その内容により関係機関
に協力依頼するなど適切な助言指導を行い、問
題の解決を図る目的で設置された。
　相談員は、室長（民生委員児童委員総務会長）、
副室長（民生委員児童委員副総務会長）、婦人民
生委員児童委員が相談にあたり、毎月第１・３月曜
日、午前９時から午後３時まで市役所市民相談室
で行われていた。
（３）世帯更生資金貸付
　この制度は、昭和２７年（１９５２）の全国民生
委員児童委員大会において１民生委員が１世
帯を更生させるという申し合わせを決定し、低
利の貸付制度創設の運動を展開し、昭和３０年
（１９５５）に世帯更生資金貸付制度として発足
した。昭和４１年（１９６６）度の実績は、６３件　
4,888,000円という記録がある。
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第2節　平塚市社会福祉協議会の法人化

１　平塚市社会福祉協議会法人設立の動き
（１）神奈川県社会福祉協議会の支援
　神奈川県社会福祉協議会では、国庫専門員
補助が始まる昭和４１年（１９６６）に先立ち、市
区郡町村社会福祉協議会強化、すなわち地域
社会福祉協議会法人化を目標として、昭和３５年
（１９６０）から県単の専任職員設置費が県費で
補助されている。また、昭和４６年（１９７１）度から
２年間「地区社協活動のあり方」について、昭和
４８年（１９７３）度「コミュニティ・ケアと社協活動」
について総合研究委員会で討議され、今後の地
域福祉推進や地域社会福祉協議会支援のあり方
などが模索された。
（２）県内市区町村社会福祉協議会の法人化
　昭和４０年（１９６５）代の小地域活動は、それま

での住民主体で取組む保健衛生関連の活動や敬
老行事、児童を対象とした行事中心であったのに
比べ、寝たきり老人の生活実態調査や独居老人
の会食会等一人ひとりの生活問題を解決するた
めに、どのように地区で活動できるかという課題
が浮かび上がってきた。
　一方、市区郡町村社会福祉協議会は、住民参
加の福祉を進める地域福祉の中核としての機能
を果たすには組織・活動面でまだ未整備の点が多
かったが、小地域のモデル地区活動の充実や市
町村の地域福祉施策の充実と、県社会福祉協議
会の職員派遣制度が連動し、法人化及び社会福
祉協議会の体制整備が進展した。同時に郡社会
福祉協議会が順次廃止された。

市町村社会福祉協議会法人化年月日

地 域 名 設立年月日 地 域 名 設立年月日
横 浜 市  昭和２８年 ２月 ５日 愛 川 町  昭和５６年 ４月 １日
川 崎 市  ３７年 １２月 ２０日 城 山 町  ５７年 ４月 １日
横須賀市  ３９年 １２月 ２２日 津久井町  ５８年 ４月 １日
相模原市  ４４年 １月 ２９日 大 磯 町  ５９年 ４月 １日
秦 野 市  ４９年 ４月 １日 二 宮 町  ５９年 ４月 １日
平 塚 市  ５０年 ３月 ３１日 藤 野 町  ５９年 ４月 １日
伊勢原市  ５０年 ４月 ２２日 寒 川 町  ５９年 ７月 １日
鎌 倉 市  ５０年 １２月 ３日 葉 山 町  ６０年 ４月 １日
三 浦 市  ５１年 ３月 ２２日 中 井 町  ６０年 １２月 １日
小田原市  ５１年 ４月 １日 山 北 町  ６１年 ２月 １日
厚 木 市  ５２年 ４月 １日 大 井 町  ６１年 ４月 １日
大 和 市  ５２年 ４月 ２０日 松 田 町  ６１年 ４月 １日
逗 子 市  ５４年 １月 １０日 開 成 町  ６１年 ４月 １日
茅ヶ崎市  ５４年 ２月 １日 箱 根 町  ６１年 ４月 １日
藤 沢 市  ５４年 ４月 １日 真 鶴 町  ６１年 ４月 １日
海老名市  ５４年 ４月 １日 湯河原町  ６１年 ４月 １日
座 間 市  ５5年 ４月 １日 相模湖町  ６１年 ４月 １日
綾 瀬 市  ５7年 ４月 １日 清 川 村  平成　５年 ４月 １日
南足柄市  ５8年 ４月 １日
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（３）平塚市社会福祉協議会の法人化の動き
　平塚市において、昭和４５年（１９７０）から５４年
（１９７９）までの１０ヵ年の「平塚市総合開発計

画」第２部基本計画、第２編生活環境計画、第３章
社会福祉、第１節の内容は、次のとおりであった。

１２　社会福祉協議会
（１）現　況
　平塚市社会福祉協議会は、昭和２８年度設立以来、低所得者の対策として、一時的困窮の救済、自立更生
のための生活指導、心配ごと相談室の開設等をとおして、積極的に福祉活動を推進してきたが、急激な社
会、経済の変ぼうはこの仕事を容易でないものにしている。加えて、社会福祉の対象が従来の低所得者層、
身体障害者等のみでなく、地域社会そのものも対象として、活動の範囲に含まれるものとなり、社会福祉
協議会活動が一層拡大の方向をとり、現状の職員組織では、到底要求に応じられない状態である。
（２）問　題　点
ア　平塚市社会福祉協議会の法人化
　昭和５４年の人口２３５，０００人を考えるとき、その背景となる本市の形態は、近代化が一層促進されると
しても人口の増加とともに社会福祉協議会事業の必要性も増加されるものと考えられる。
　さらに現時点において、社会福祉協議会一般会計及び特別会計の取り扱い金額は1,600万円、他に、
日赤社資、共同募金等の1,000万円近い金額を併せると2,600万円となり、任意団体としては、その規
模内容ともに例外というべきであり、速やかに法人化し、その責任を明らかにして、適正な活動を実施すべ
きであると考える。
　なお、法人化に伴なう事務局職員の整備が必要になってくる。
（３）基　本　計　画
　法人化を急ぎ、事業内容、機構の整備を行う。事務所は取りあえず福祉事務所の一部に設け、総合福祉
センター竣工と同時に移転する。
　必要な事務的経費については仕事の性格上できる限りの公費負担を講ずる。

１3　省略

１４　総合福祉センターの設置
　本市における福祉行政の拠点とし、また、市民に対する福祉意識高揚の場とするため老人、身体障害者、
精神薄弱者等の相談、指導、訓練、レクリエーション等の場及び各福祉団体の事務の統合を兼ねた施設を
設けることにより本市の福祉活動の増進をはかるため、総合福祉センターの設置を図る。
　また、総合福祉センターに、福祉施策の向上とセンター利用者の便を考慮し専用バスを購入する。
　　事　業　名…総合福祉センター建設事業
　　事 業 内 容…用地買収２，９８７㎡　建物２，６９８㎡　センター専用バス１台
　　施 行 主 体…平塚市
　　概算事業費…２４５，７３３千円　　専用バス　２，０００千円

　昭和４５年（１９７０）には、法人化と併せ福祉会
館の建設が計画され、昭和４８年（１９７３）度に入

り、昭和５０年（１９７５）度法人化を目標に準備が
始まった。
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２　平塚市社会福祉協議会法人の認可

（１）法人化の要件

社会福祉事業法第２９条（申請）
①　社会福祉法人を設立しようとする者は、定款をもって少なくとも次に掲げる事項を定め、厚生省令で
　定める手続きに従い、当該定款について所轄庁の認可を受けなければならない。

 1 目的
 2 名称
 3 社会福祉事業の種類
 4 事務所の所在地
 5 役員に関する事項
 6 会議に関する事項
 7 資産に関する事項
 8 会計に関する事項
 9 評議員を置く場合には、これに関する事項
 9-2 公益事業を行う場合には、その種類
 10 収益事業を行う場合には、その種類
 11 解散に関する事項
 12 定款の変更に関する事項
 13 公告の方法
②　設立当初の役員は、定款で定めなければならない。
③　第1項第11号に掲げる事項中に、残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者
　は、社会福祉法人その他社会福祉事業を行う者のうちから選定されるようにしなければならない。
④　前条第2項の社会福祉法人に係る第1項の規定による認可の申請は、都道府県知事を経由して行わ
　なければならない。この場合において、都道府県知事は、必要な調査をし、意見を付するものとする。

　以上の条件を満たすため、昭和４９年（１９７４）
１１月２９日（金）午前９時３０分より、まず理事会
が、同日午後１時より評議員会が開催された。
　それまでの、平塚市社会福祉協議会会則（昭和
３５年２月１日制定、昭和４１年２月９日改正）の理
事５１名、監事２名、評議員１２７名の定数が、定款
準則にならい昭和４９年（１９７４）７月１日施行で
改正され、新役員体制による理事会、評議員会が
開催され、次の議案が議決された。

第１号議案　社会福祉法人平塚市社会福祉協
議会の設立について

第２号議案　平塚市社会福祉協議会の解散及
び財産の寄附申込みについて

第３号議案　社会福祉法人平塚市社会福祉協
議会の設立者及び設立当初の役
員選出について

第４号議案　申請書にかかる簡易な字句の訂
正を求められた場合は設立代表
者に一任することについて
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（２）法人化申請の所在地及び資産
事務所の所在地　平塚市浅間町９番１号
　　　　　　　（平塚市庁舎１階保護課の一

部を使用許可される。）
設立当初の資産　基本財産　　300,000円

運用財産　1,000,000円
　　　　　　　　什器備品　　611,600円

資産合計　1,911,600円
（３）設立認可申請
1）　設立認可申請　昭和４９年１２月１日付に
　て、神奈川県知事　津田文吾を通じ、厚生大
　臣　福田健司宛申請が行われた。
2）　設立代表者　平塚市八千代町１１番２４
　号　安藤好明
3）　設立の趣旨
　平塚市は昭和７年（１９３２）市制を施行、
商業を中心に発展し、戦後町村合併、工場誘
致等により、現在人口１８万余となり、商工業
都市として着実な歩みを続けている。
　こうした市の発展とともに、福祉の諸施策
は、治療的援護はもとより予防的施策に進
み、民生安定に不断の努力がなされている
が、住民福祉の向上は、行政サービスと併行
して、住民の自主活動がなければ、その確立

は望めない。
　本市社会福祉協議会は、地域住民の福祉
に関する調査研究、または福祉対象者の援
護並びに更生助長をはかる等、幾多の業績
を重ねてきたところであるが、組織や活動の
面において、住民主体の活動が充分行われ
たとはいえないものがある。
　特に急激な社会開発は、国民経済のゆが
みを産んだため、人間関係のバランスを崩し、
数多くの福祉に欠ける面が発生した。
　これに対応して、住民自身が福祉活動に参
加する気運が高まってきている。
　こうした社会の動きに対処して、地域住民
の実態を把握し、住民の要請を行政に反映
させ、行政施策を住民の生活に密着させる。
　これ等調整機関として、住民が自主活動に
参加する場となる社会福祉協議会が法人格
を取得し、組織の確立、機能の強化等により、
社会的信頼を高め、もって住民福祉の増進
を図る。
4）　役員等
　理事１５名、監事３名、評議員４０名で申請
された。
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第3節　社会福祉法人平塚市社会福祉協議会の組織・機構の整備

１　平塚市社会福祉協議会役員の選出
　設立代表者は以下のとおり、昭和４９年１１月
３０日に決定した。
安　藤　好　明　　　会　長　　　　保護司
八　田　知　治　　　副会長　　　　地区社協
高　木　政　信　　　副会長　　　　学識経験
石　川　庄四郎　　　理　事　　　　自治会
岸　野　市　郎　　　　〃　　　　　　〃
志　村　良　平　　　　〃　　　　　地区社協
山　崎　昌　雄　　　　〃　　　　　　〃
大　木　保太郎　　　　〃　　　　　　〃
古　賀　民　郎　　　　〃　　　　　民生委員
真　壁　　廉　　　　　〃　　　　　　〃
宮　沢　志津以　　　　〃　　　　　　〃
池　田　泰　俊　　　　〃　　　　　福祉団体
富　田　レ　イ　　　　〃　　　　　福祉施設
石　川　京　一　　　　〃　　　　　行　政
河　野　庫之助　　　　〃　　　　　　〃
柳　川　　宏　　　　監　事　　　　地区社協
浅　沼　武　男　　　　〃　　　　　民生委員
久　保　恒　雄　　　　〃　　　　　自治会

　昭和５０年（１９７５）３月３１日厚生省社第２４８
号厚生大臣田中正巳より法人として認可された。
法人化後初の理事会が昭和５０年４月１５日（火）
１０時から開かれ、正副会長は全て留任が決まり、
常務理事は福祉部長兼福祉事務所長の河野庫之
助氏が指名された。
　福祉会館が完成したことにより、同館の一室を
本会の事務所として使用許可が得られたので、定
款第３条中「平塚市浅間町９番１号に置く」を「平
塚市追分１番４３号に置く」に改める旨、提案され
異議なく議決された。
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平塚市社会福祉協議会　歴代会長

氏　　名 就　　任 摘　　　要

【任意団体】

守　屋　宣　英 昭和 ２８． ４ 民生委員総務

吉　川　順　弘 昭和 ２９． ４ 民生委員総務

戸　川　貞　雄 昭和 ３４． ４ 市長

加　藤　一太郎 昭和 ３８． ４ 市長

安　藤　好　明 昭和 ４４． ５ 保護司会長（元市議会議長） 

【法人化後】

安　藤　好　明 昭和 ５０． ４ 保護司会長（元市議会議長）

山　崎　昌　雄 昭和 ５４． ４ 学識経験者（元市議会議長）

青　木　一　郎 昭和 ５４． １０ 助役

長　田　　裕 昭和 ５８． ８ 助役

松　田　一　郎 平成 ３． １１ 助役

長　田　　裕 平成 ４． ６ 学識経験者（元助役）

遠　藤　武　彦 平成 ７． １０ 学識経験者（元助役）

木　島　俊　雄 平成 １１． ４ 学識経験者（元助役）

三　次　克　則 平成 １５． ４ 学識経験者（元助役）
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社会福祉法人平塚市社会福祉協議会　歴代副会長
氏　　　名 就　　任 摘　　　要
八　田　知　治

昭和 ５０． ４．
地区社協会長

高　木　政　信 学識経験者
山　崎　昌　雄

昭和 ５２． ４
地区社協会長

高　木　政　信 学識経験者
高　木　政　信

昭和 ５４． ４
学識経験者

志　村　良　平 地区社協部会長
野　口　一　郎

昭和 ５６． ４
平自連会長

三　浦　雪　保 民生委員総務会長
三　浦　雪　保

昭和 ５８． ４
民生委員総務会長

宮　川　武　夫 平自連会長
三　浦　雪　保

昭和 ５８． ７
民生委員総務会長

鈴　木　　智　 平自連会長
鈴　木　　智　

昭和 ６２． ４
平自連会長

府　川　浅　寿 民生委員総務会長
志　村　良　平

平成 元． ４
地区社協部会長

栗　田　　武　 平自連会長
府　川　浅　寿 民生委員総務会長
志　村　良　平

平成 ３． ４
地区社協部会長

鈴　木　三　郎 平自連会長
松　田　信　行 民生委員総務会長
志　村　良　平

平成 ５． ４
地区社協部会長

鈴　木　三　郎 平自連会長
笹　尾　春　吉 民生委員総務会長
志　村　良　平

平成 ９． ４
地区社協部会長

笹　尾　春　吉 民生委員総務会長
池　野　實枝子 ボランティア連絡会長
笹　尾　春　吉

平成 １０． ９
民生委員総務会長

池　野　實枝子 ボランティア連絡会長
　原　　喜　市 地区社協部会長
笹　尾　春　吉

平成 １５． １２
平塚市民児協会長

池　野　實枝子 ボランティア連絡会長
鷲　尾　　隆　 地区社協部会長
鷲　尾　　隆　

平成 １７． ３
地区社協部会長

池　野　實枝子 ボランティア連絡会長
長谷川　芳　久 平自連会長
鷲　尾　　隆　

平成 １７． ４
地区社協部会長

長谷川　芳　久 平自連会長
金　田　和　子 平塚市民児協会長
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社会福祉法人平塚市社会福祉協議会　歴代常務理事
氏　　　名 就　　任 摘　　　要

河　野　庫之助 昭和 ５０． ４ 福祉部長

中　村　啓一郎 昭和 ５１． ４ 福祉部長

小　西　　登　 昭和 ５２． ４ 福祉部長

湯　井　　勝　 昭和 ５４． ４ 総務部長兼福祉部長

西ケ谷　正　男 昭和 ５４． 7 福祉部長

河　野　庫之助 昭和 ５５． ４ 事務局長兼務

（昭和５５年９月末辞任）

渡　辺　三　和 昭和 ５５． １１ 学識経験者（元下水道部参事）

渡　辺　武　夫 昭和 ５８． ４ 学識経験者（元市民病院事務局長）

岡　本　惣太郎 平成 ２． ４ 学識経験者（元市民病院事務局長）

石　井　　弘　 平成 ５． ４ 学識経験者（元議会事務局長）

今　井　義　明 平成 ７． ４ 学識経験者（元健康福祉部長）

鈴　木　利　明 平成 ９． ４ 学識経験者（元総務部長）

矢　野　義　弘 平成 １１． ４ 健康福祉部参与（兼任）

會　田　榮　一 平成 １３． ４ 健康福祉部参与（兼任）

田　中　一　良 平成 １４． ４ 学識経験者（元都市計画部長）

井　上　英　彦 平成 １５． ４ 学識経験者（元消防長）

佐　藤　建　夫 平成 １６． ４ 学識経験者（元都市整備部長）
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社会福祉法人平塚市社会福祉協議会　歴代監事
氏　　　名 就　　任 摘　　　要
柳　川　　宏　 地区社協
浅　沼　武　男 昭和 ５０． ４ 民生委員
久　保　恒　雄 当事者団体
浜　田　成　行 平自連
浅　沼　武　男 昭和 ５２． ４ 民生委員
久　保　恒　雄 当事者団体
浜　田　成　行 平自連
久　保　恒　雄 昭和 ５４． ４ 当事者団体
府　川　浅　寿 民生委員
府　川　浅　寿 民生委員
久　保　恒　雄 昭和 ５６． ４ 当事者団体
当　麻　大　輔 福祉施設部会
久　保　恒　雄 当事者団体
当　麻　大　輔 昭和 ５９． ２ 福祉施設部会
石　塚　富　保 民生委員
久　保　恒　雄 当事者団体
舟　木　正　男 昭和 ６２． ４ 福祉施設部会
井　上　鶴　男 民生委員
久　保　恒　雄 当事者団体
　森　　三　郎 平成 元． ４ 福祉施設部会
井　上　鶴　男 民生委員
井　上　鶴　男 民生委員
升　水　栄太郎 平成 ３． ４ 福祉施設部会
池　田　政連子 当事者団体
平　野　達　雄 福祉施設部会
井　上　鶴　男 平成 ５． ４ 民生委員
小　澤　正　敏 市監査事務局長
井　上　鶴　男 民生委員
石　井　征　雄 平成 ７． ８ 福祉施設部会
小　澤　正　敏 市監査事務局長
石　井　征　雄 福祉施設部会
相　原　儀　一 平成 ８． ４ 民生委員
新　倉　八　郎 市監査事務局長
相　原　儀　一 民生委員
水　島　　貞　 平成 ９． ４ 福祉施設部会
新　倉　八　郎 市監査事務局長
相　原　儀　一 民生委員
水　島　　貞　 平成 １０． ４ 福祉施設部会
大　井　　徹　 市監査事務局長
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相　原　儀　一 民生委員
猪　股　　祥　 平成 １１． ４ 福祉施設部会
福　村　隆　之 市監査事務局長
杉　山　共　郎 民生委員
岡　崎　雄　二 平成 １３． ４ 福祉施設部会
大　井　　徹　 市監査事務局長
杉　山　共　郎 民生委員
森　山　　勉　 平成 １５． ４ 福祉施設部会
大　井　　徹　 元市監査事務局長
古尾谷　正　三 民生委員
森　山　　勉　 平成 １６． １２ 福祉施設部会
大　井　　徹　 元市監査事務局長
古尾谷　正　三 民生委員
酒　井　かず子 平成 １７． ４ 福祉施設部会
大　井　　徹　 元市監査事務局長

平塚市社会福祉協議会　歴代事務局長
氏　　　名 就　　任 摘　　　要

【任意団体】　　　　　
五十嵐　和帰子 昭和 ３６． １０ 民生委員総務
市　川　　智　 昭和 ４０． ２ 民生部長が兼務
当　麻　太　輔 昭和 ４１． １０ 福祉事務所長
山　口　一　夫 昭和 ４３． １０ 　　〃
原　田　　武　 昭和 ４４． １０ 　　〃 
渡　辺　武　夫 昭和 ４５． １２ 　　〃
河　野　庫之助 昭和 ４７． ９ 福祉部長兼福祉事務所長

【法人化後】　　　　　
井　上　友　久 昭和 ５０． ４ 保護課長
河　野　庫之助 昭和 ５１． ４ 専任
北　村　隆　治 昭和 ５５． １０ 　　〃
柳　川　　宏　 昭和 ５６． ５ 福祉部社協担当主幹（兼務）
小　出　　茂　 平成 １． ４ 福祉部担当参事（兼務）
植　原　勇　治 平成 ３． ４ 　　〃
窪　田　富　夫 平成 ４． ４ 健康福祉部担当参事（兼務）
小　山　　茂　 平成 ５． ４ 　　〃
今　井　允　之 平成 ８． ４ 健康福祉部次長（兼務）
柳　下　康　男 平成 １３． ４ 健康福祉部担当参事（兼務）
柳　下　康　男 平成 １４． ４ 専任（再任用）
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２　事務局職員の配置
　昭和５０年（１９７５）４月の法人化スタートの時
点では、福祉事務所長が常務理事、保護課長が事
務局長で、社会係長と社会係職員４名の事務職

員及び社会福祉協議会専任の書記１名と書記補
１名で開始している。

職員人員一覧表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各年度４月１日現在

年 度 事務局長 市出向職員 市OB／再任 派　遣 企　業 専　任 嘱　託 臨　時 非常勤 パート 合　計

S５０ １ ４（兼） 2 7

５１ 1 １（次長兼）１ 2 5

５２ 1 1（次長）1 2 5

５３ 1 1（次長）1 2 5

５４ 1 1（次長）1 2 5

５５ 1 1（次長）1 2 4

５６ 1 1 2 4

５７ 1 1（次長）1 2 1 6

５８ 1 1（次長）1 2 1 6

５９ 1 1（次長）1 1（嘱） 2 15 21

６０ 1 1（次長）2 1（嘱） 3 15 23

６１ 1 1（次長）2 1（嘱） 4 14 23

６２ 1 1（次長）2 1（嘱） 5 14 24

６３ 1 1（次長）2 1（嘱） 5 14 24

H元 1 4 2（嘱） 7 13 4 29

２ 1 9 3（嘱） 7 15 4 36

３ 1 12 3（嘱） 11 20 5 4 53

４ 1 12 3（嘱） 12 21 9 4 59

５ 1 9 3（嘱） 14 21 11 4 63

６ 1 12 3（嘱） 16 24 9 62

７ 1 13 3（嘱） 17 27 9 67

８ 1 17 3（嘱） 24 35 9 86

９ 1 17 3（嘱） 25 37 11 91

１０ 1 17 3（嘱） 24 38 1 11 92

１１ 1 17 3（嘱） 24 36 1 10 89

１２ 1 11 3（嘱） 23 29 1 8 43 116

１３ 1 7 4（嘱） 22 27 7 41 105

１４ 1 6（再） 3 22 24 7 54 117

１５ 1 8（再） 1 1 21 24 3 70 129

１６ 1 7（再） 2 1 20 28 65 124

１７ 1 7（再） 2 1 20 30 1 70 132
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３　事務局の組織

昭和５０年（１９７５）度
　　　　　　　　　事務局長─事務局次長─事務局員

昭和５９年（１９８４）度
　　　　　　　　　事務局長──総務課
　　　　　　　　　　　　　　─管理課

平成３年（１９９１）度　　　　　　─総務課
　　　　　　　　　事務局長──管理課
　　　　　　　　　　　　　　─在宅福祉サービスセンター

平成８年（１９９６）度　　　　　　─総務課　
　　　　　　　　　　　　　　─管理課
　　　　　　　　　事務局長──在宅福祉サービスセンター
　　　　　　　　　　　　　　─南部福祉会館
　　　　　　　　　　　　　　─袖ケ浜デイサービスセンター

平成１２年（２０００）度　　　　　─総務課　　庶務担当　経理担当　地域福祉担当　生活支援担当
　　　　　　　　　事務局長──管理課　　管理担当　南部担当
　　　　　　　　　　　　　　─事業課　　介護保険担当　在宅福祉担当

　平成１４年（２００２）度　　　　　　　　　　　　　　　　　─総務企画グループ
　　　　　　　　　事務局長─事務局次長─事務局長代理──地域福祉グループ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　─施設管理グループ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　─栗原ホームグループ
※通常決裁は、事務局次長が総務企画グループと栗原ホームグループを決裁、事務局長代理（２名）が地
　域福祉グループGM、施設管理グループGMを兼務する。なお、この年度から派遣法が始まる。

平成１６年（２００４）度　　　　　　　　　　　　　　　　　　─総務企画グループ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　─地域福祉活動支援グループ
　　　　　　　　　事務局長─事務局次長─事務局長代理──福祉サービス利用支援グループ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　─施設管理グループ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　─栗原ホームグループ
※通常決裁は、事務局次長が総務企画グループと栗原ホームグループ、事務局長代理が地域福祉活動支
　援グループ、福祉サービス利用支援グループと施設管理グループとなる。
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４　平塚市社会福祉協議会の組織
　法人化設立当初の昭和５０年（１９７５）４月１５
日の理事会にて、その他の案件で「理事会に部の

設置とその他委員会等の構成（案）について」が
提出され規程が整理されている。

社会福祉協議会の構成（昭和50年度当時）

①　部会組織（６部会）
　　　　　　（１）地区社協部会　　　　　　　　　　（４）保護司会
　　　　　　（２）地区自治会部会　　　　　　　　　（５）施設部会
　　　　　　（３）民生委員部会　　　　　　　　　　（６）団体部会
②　委員会（３委員会）
　　　　　　（１）世帯更生資金貸付調査会
　　　　　　（２）善意銀行運営委員会
　　　　　　（３）社協ひらつか編集委員会
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５　理事・評議員・監事の会員別選任の変遷

号 区分名
昭和５０年度 昭和６０年度

理事 評議員兼理事 監事 理事 評議員 監事
１ 地区社会福祉協議会 ４ １５ ４ １ ３ １４

昭和５０年度は
理事はすべて
評議員と兼務
その後、徐々に
兼務は減って
いく。
理事選任規程
はなかった。

２ 地区自治会連合会 ２ 　７ ２ １ ２ 　７
３ 地区民生児童委員協議会 ３ 　９ ３ １ ３ 　９ １
４ 保護司会 １ 　２ １ １ 　２
５ 社会福祉施設 １ 　２ １ １ 　3 １
６ 社会福祉団体（５号除く） １ 　２ １ １ 　２ １
７ 学識経験者 １ 　１ １ ２ 　１
８ 行政機関 ２ 　２ ２ ２ 　２

号 区分名
平成元年

理事 評議員 監事
１ 地区社会福祉協議会 ３ １３

昭和６０年度理事・評議員選任規程ができ兼務
がなくなった。

平成元年会員区分改正で現在に至る。

２ 地区自治会連合会 ２ 　４
３ 地区民生児童委員協議会 2 　７ １
４ 保護司会 １ 　２
５ 社会福祉施設 １ 　３ １
６ 社会福祉団体（５号除く） １ 　３ １
７ 社会福祉活動団体 １ 　４
８ 社会福祉協力団体 １ 　２
９ 学識経験者 ２ 　０
１０ 行政機関 １ 　２

６　財政収支（一般会計・特別会計）…別表１参照
　昭和４９年（１９７４）度任意の平塚市社会
福祉協議会は、一般会計と共同募金配分
金、心配ごと相談室、善意銀行、交通遺児援護
基金、一時貸付金の５特別会計があり、決算
収入額　35,901,156円　決算支出額　
30,302,523円　繰越金　5,598,633円で、
法人化された昭和５０年（１９７５）度からは、別表
１のとおりの推移で、１０年後は、決算支出額で

８．３倍、２０年後は１８倍、２９年後の平成１６年度
がピークで２７．４倍となっている。
　特別会計については、平成３年（１９９１）度に共
同募金配分金特別会計が一般会計に統合される
ような変化もあったが、平成１１年（１９９９）度の７
特別会計をピークに、平成１４年（２００２）度に会
計基準の改正があり、複式簿記、企業会計を採用
し、特別会計がなくなった。
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第4節　平塚市社会福祉協議会体制の確立

１　平塚市社会福祉協議会における会員制度の充実…別表２参照
（１）正会員
　昭和４９年（１９７４）度の決算書によると、会費
収入は108,200円で、民生委員２０２名、保護
司３９名計２４１名分48,200円、地区社協、施設、
団体６０団体分60,000円となっていることから、
民生委員、保護司が１人200円、１団体1,000円
であった。
　昭和５０年（１９７５）度法人化初年度は、８６団
体合計129,000円、１団体1,500円で、昭和
５３年（１９７８）度まで同じであった。
　昭和５４年（１９７９）度から、昭和６３年（１９８８）
度まで次の単価が１０年間つづいた。
地区社協3,000円×２０地区　平自連3,000
円×１団体　民協2,000円×１９地区　施設
2,000円×４０施設　福祉団体2,000円×１７団
体　保護司会　2,000円×１団体
　平成元（１９８９）年に、２年間を要して「組織問
題検討委員会」の結果から改正され、次の単価で
現在に至っている。
地区社協　世帯数×2円×２３地区　平自連
5,000円×１団体　民協　人数×200円×２３地
区　保護司会　人数×200円　福祉施設　法人
＋施設×3,000円　作業所×2,000円　団体　
１団体×3,000円
（２）賛助会員制度
　昭和５０年（１９７５）度の法人化から始められ、
その年は１口500円で905,800円の決算で
あった。１口500円の世帯会費と１口3,000円
の特別賛助会費は、昭和６３年（１９８８）度までつ
づき、昭和６３年度決算は9,639,051円となり、
１３年間で１０．６倍になった。
　また、平成元年（１９８９）の改正で、「世帯会費
はできるだけ多くの市民の協力が得られるよう

に１口300円とし、団体会費(特別・企業)は１口
5,000円とする。」と定められた。
　平成１7年（２００5）度決算は、20,499,426
円で昭和５０年（１９７５）度の２２．６倍となってい
る。
　地区社協への還元率は、地区における福祉活
動費として、昭和５０年（１９７５）度から昭和５２
年（１９７７）度まで、地区ごとの還元率の考え方
でなく、地区社協育成費として使用されていた。
昭和５３年（１９７８）度から３０％の還元がはじま
り、昭和５７年（１９８２）度に５０％の還元率、その
後、昭和５８年（１９８３）度に６０％の還元率、昭和
５９年（１９８４）度から平成元年（１９８９）度までは
７０％の還元率、平成２年（１９９０）度から７５％の
還元率が現在に至り、地区社協にとって大きな財
源となっている。
　なお、組織問題検討委員会では、「地区内の世
帯の多くが加入し世帯会員が固定してきた段階
で、それぞれの地区社協の正会員に切替えるも
のとする。」との提言がされたが、いまだ実現には
至っていない。
（３）企業賛助会費
　市社協の自主財源確保のため、１口5,000
円で企業向けに通知による募集を平成９年
（１９９７）度から開始した。平成９年（１９９７）度
の決算は、２３社200,000円で平成１7年（２００
5）度は１０2社571,000円となり8年で2.9倍
となった。
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２　平塚市社会福祉協議会の発展計画・地域福祉推進計画の策定と委員会等
　昭和４０年（１９６５）代後半から高齢化社会の
到来や高度経済成長により、地域福祉が重視され
るようになったが、昭和４８年（１９７３）には、オイ
ルショックを引き金に、低成長へと社会経済の状
況が変わった。昭和５０年（１９７５）代に入ると「福
祉の見直し」が叫ばれ、「ばらまき福祉」との批判
も起こり、行政主導の福祉施策から住民参加を基
調とした地域福祉の重視や地域コミュニティーの
役割が注目されるようになった。
　また、昭和５１年（１９７６）長洲県知事による「と
もしび運動」の提唱や、神奈川県社会福祉協議会
の主導により、昭和５５年（１９８０）度には「市町
村地域福祉振興事業」が打ち出された。昭和５８年
（１９８３）度「地域福祉推進体制整備事業」、５９年
（１９８４）度「地域福祉推進事業」等の事業及び
市町村社会福祉協議会への職員派遣により、平
塚市社会福祉協議会の体制も整備され、在宅福
祉サービスの実施も基礎が築かれた。
昭和５３年（１９７８）度～５５年（１９８０）度
地域福祉活動モデル地区推進事業（富士見地
区社協）
昭和５４年（１９７９）１１月２０～２２日
全国社協主催「都道府県・指定都市社協中堅職
員研修会」を平塚市にて開催
昭和５９年（１９８４）度～６１年（１９８６）度
地域福祉推進事業（市福祉圏・平塚市社協）（基
礎的福祉圏港・花水地区社協）
昭和６０年（１９８５）度～６２年（１９８７）度
地域福祉推進事業（基礎的福祉圏富士見・なで
しこ地区社協）
昭和６１年（１９８６）度～６３年（１９８８）度
地域福祉推進事業（基礎的福祉圏崇善・松原地
区社協）
　昭和６２年（１９８７）度からは、平塚市社協単独
事業（基金事業）で全ての地区社協を指定し、基
盤整備を図った。
（１）総合研究委員会

１）目的
1. 社会福祉協議会（地区社協を含む）の組織
は現状のままでよいのか。
　もし改善すべき点があれば、どのような方向
に改めるべきか。
2. 社会福祉協議会の機能は、どのように進展
させるべきか。
3. 社会福祉協議会の財源確保は、どのように
すべきか。

２）期間
第１次　昭和５２年（１９７７）１月２５日

～昭和５２年（１９７７）４月１４日
第２次　昭和５２年（１９７７）４月１５日

～昭和５４年（１９７９）４月１４日
３）構成員（委員数は委員長を含めた人数）
委員長　高木政信
（平塚市社協副会長、貴峯荘施設長）
副委員長　山崎昌雄
（平塚市社協総務部長、地区社協部会長）
委　員　第１次７名、第２次９名

４）導かれた結論等
1.組織について
　ア　平塚市社会福祉協議会の組織
　イ　地区社協の組織について
２．機能について
　ア　地域住民の生活に密着した活動を展開
　する

　イ　地域福祉を進めるための、ネットワーク
　づくり

　ウ　福祉施設等社会資源の活用
　エ　地域福祉と社会教育とのかかわり
　オ　ボランティア活動と社協の役割
３．財源について
　ア　一般財源
　イ　会費
　ウ　市補助金等
　エ　福祉基金制度
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　オ　共同募金の配分金
　カ　善意銀行等への寄託金

（２）平塚市地域福祉推進計画
１）目的
　２１世紀を展望して平塚市社協と地区社協
の組織と活動の現状を総合的に点検し、地域
福祉を積極的に推進する。

２）期間・開催回数
◎平塚市地域福祉推進協議会
昭和５９年（１９８４）１２月２７日～

昭和６１年（１９８６）８月２０日　　１０回
○専門委員会
•地域福祉づくり検討委員会
　昭和６０年（１９８５）８月１日～

昭和６１年（１９８６）７月２８日　　１２回
•在宅福祉サービス検討委員会
　昭和６０年（１９８５）８月１日～

昭和６１年（１９８６）８月８日　　１３回

３）構成員
◎平塚市地域福祉推進協議会
委員長　市瀬幸平（関東学院大学文学部教授）
　委員　１８名
○専門委員会
•地域福祉づくり検討委員会
　委員長　市瀬幸平（関東学院大学文学部教
　授）　委員　１２名

•在宅福祉サービス検討委員会
　委員長　秋場　正（横浜愛泉ホーム館長）　
　委員　１４名

４）導かれた結論等
1. 地域福祉活動の推進
2. 在宅福祉サービスの推進　
3. 市民参加の組織形成
4. 活動財源の確保と活動拠点の整備
5. 地区社協の拡充

（３）総合企画委員会
１）目的
　「平塚市地域福祉推進計画」の具体化にむけ、
市社協・地区社協の活動・事業の展開、組織運
営のあり方とその実施方法等について検討す
るとともに、公私協働による地域総合福祉の推
進を図る。

２）期間・開催回数
◎総合企画委員会（昭和６２年（１９８７）５月６日
の理事会にて同意）
昭和６２年（１９８７）５月２１日～現在に至る
平成１７年（２００５）１２月２日　通算２８回
○小委員会
•組織問題検討委員会
　昭和６２年（１９８７）９月２８日～

昭和６３年（１９８８）２月５日　　４回
•専門委員会「地区社協あり方検討委員会」
　昭和６３年（１９８８）１２月１６日～

平成３年（１９９１）３月４日　　１２回
•在宅福祉サービス実施検討委員会
　昭和６２年（１９８７）９月２８日～

昭和６３年（１９８８）２月２９日　６回
•広報委員会（社協ひらつか編集委員会を改組）
　昭和６２年（１９８７）６月２４日～　

現在に至る　年６回または年９回程度
３）構成員
◎総合企画委員会
委員長　市瀬幸平（初代）、（関東学院大学文学
部教授）　委員　１１名
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志村良平（二代目）、原　喜市（三代目）、笹尾春
吉（四代目）、鷲尾　隆（五代目）
○小委員会
•組織問題検討委員会
委員長　市瀬幸平（関東学院大学文学部教授）
　委員　１２名
•専門委員会「地区社協あり方検討委員会」
委員長　志村良平（市社協副会長、地区社協部
会長）　委員１７名
•在宅福祉サービス実施検討委員会
委員長　市瀬幸平（関東学院大学文学部教授）
　委員　１４名
•広報委員会
委員長　志村良平（初代）　　委員１４名
笹尾春吉（二代目）、金田和子（三代目）委員１４
名→１０名

４）導かれた結論等
1.会員分類及び会員会費、賛助会員会費につ
いて

2.地区社協の望ましい方向（報告書　地区社
協の組織と事業）

3.在宅福祉サービスの実施（福祉サービス協
会設立）について

4.福祉だよりひらつか　年３回発行
（４）第２次平塚市地域福祉推進計画
１）目的
　「市民の誰もが可能な限り住み慣れた地
域で家庭生活が安心して営めるようにするこ
と」～地域福祉の実現～を目標とし、平成８年
（１９９６）度から平成１１年（１９９９）度までの
４年間をこの計画の推進期間とし、総合企画委
員会を中心に平塚市地域福祉推進計画の実施
状況等進行管理を行いながら実施計画の達成
をめざした。

２）期間・開催回数
○策定委員会　平成６年（１９９４）４月８日～
平成８年（１９９６）２月２６日　　　４回
○作業委員会　平成６年（１９９４）４月８日～

平成７（１９９５）年１０月２７日　２０回

３）構成員
○策定委員会　委員長　今井義明（常務理事）　
委員　１５名
○作業委員会　座長（事務局長）　委員　１３名
４）導かれた結論等
基本理念　「誰もが可能な限り住み慣れた地

域で家庭生活が安心して営めるよ
うにする」

重点課題　地域を基盤とした生活支援のしく
みづくり
・市社協、地区社協における相談
体制の連携強化

・民生委員児童委員、障害福祉相
談員活動との連携

・福祉施設との連携による福祉の
啓発事業

緊急課題　災害時対応ネットワークの構築
・広域での災害時における相互協
力連携体制の確立

・近隣市町村社協職員等と協働し
た災害時対応マニュアルの研究
・市社協における災害時対応マ
ニュアルの作成
・地区社協における災害時援助体
制づくりへの支援
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６本の柱　1. わかりやすい福祉の促進
2. 在宅福祉サービスの推進
3. 地区社協活動への支援
4. ボランティア活動の充実
5. 当事者の生活支援
6. 組織体制の整備と財源の確保

（５）改定第２次平塚市地域福祉推進計画
１）目的
　社会福祉の基礎構造改革による、福祉関係
八法の改正により、福祉を取り巻く状況変化
に対応するため、平成１３年（２００１）から１５年
（２００３）の３年間で、現状の各課題等を整理

し、課題ごとに目標と具体策を持って準備・検討
を計画的に進めることとした。準備・検討を進め
るにあたっては、
①　第２次計画の未完了課題の解決や新たな課
題を検討していく
②　各種施策や地域福祉計画等との整合を図っ
ていく
③　社協の次なる新計画に繋げられるようにして
いく

２）期間・開催回数
作業委員会　平成１２年（２０００）５月１０日～

平成１３年（２００１）５月８日　　１６回
３）構成員
座長（事務局長）　委員　１６名

４）導かれた結論等
基本理念　「誰もが可能な限り住み慣れた地域

で家庭生活が安心して営めるようにする」
６本の柱　1. 地域における自立生活の支援

2. 地区社協への支援
3. ボランティア活動の充実
4. 当事者団体の育成
5. 地域福祉活動推進のための情
報・企画機能の充実

6. 組織・事務局体制の整備

３　市町村社会福祉協議会の法制化
　昭和５０年（１９７５）代中盤には、全国の市町村
社会福祉協議会の６０％が法人化された。また、
社会福祉協議会発足３０周年になることを機に、
全国社会福祉協議会では「地域福祉特別委員会」
を設置し、「地域福祉の本格的推進と社協基盤の
確立強化」の方針を打ち出し、全国的に市区町村
社会福祉協議会の法制化運動に取組むことが確
認された。都道府県社会福祉協議会はもとより、
市町村社会福祉協議会での地方議会への請願運
動と署名など、社会福祉協議会関係者が一丸と

なって全国的運動を展開した。
　その結果、昭和５８年（１９８３）３月８日に国会
へ法案が提出され、同年５月法案が成立、同年１０
月より施行された。市町村社会福祉協議会は発足
３０年を経てはじめて「社会福祉事業法第７４条」
に位置づけられた。なお、区社会福祉協議会は平
成２年（１９９０）の社会福祉事業法改正で法制化
された。また、全国社会福祉協議会は昭和５７年
（１９８２）に法制化運動とともに「市町村社協の
基盤強化指針」をまとめ社協の新たな指針とした。
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1 社会福祉基金の設立　　　　４ 社会福祉基金の推移
２ 社会福祉基金の管理運用　　５ 社会福祉基金事業の内訳
３ 社会福祉基金への寄附者

第２節　高齢者福祉活動の広がり ……………………… 29
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2 貸付制度・事業
 （1）生活福祉資金貸付制度　（3）高額療養費つなぎ資金貸付事業
 （2）被保護者付添看護料差額補給制度
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1 共同募金活動の生い立ち　　３ 平塚市の共同募金運動
２ 神奈川県共同募金会の歩み　4 共同募金額の推移

第８節　ボランティア活動の広がり……………………… 37
1 ボランティア活動の始まり
２ 善意銀行からボランティアセンターへ
３ 平塚市社会福祉協議会ボランティアセンターの発足

第９節　社会福祉協議会と民生委員児童委員活動……… 40
1 平塚市民生委員児童委員連絡協議会活動
2 民生委員児童委員によるボランティア１０万人育成運動事業

第10節　ボラントピア事業からふれあいのまちづくり事業へ … 42
1 ボラントピア事業　　　　　　３ ふれあいのまちづくり事業
２ 生活支援地域福祉活動事業

第11節　在宅福祉活動の広がり…………………………… 43
1 在宅福祉サービスセンターホームヘルプサービス事業
 （1）委託契約　　　　　　　（2）自由契約
2 平塚市在宅福祉サービスセンター平塚栗原ホーム
3 夕陽ヶ丘デイホーム
4 袖ケ浜デイサービスセンター

第12節　その他の福祉活動………………………………… 45
1 広報啓発事業の推進
 （1）「福祉だより」の発行　　（2）平塚市社会福祉展の開催
 （3）社会福祉大会から『社会福祉を考えるつどい』へ
 （4）イベントの統合による『福祉まつり』へ
 （5）ともしび市民フェスティバルから『福祉フェスティバル』へ
2 その他の福祉啓発事業
 （1）サーフ’９０ともしびふれあい広場ＩＮひらつか
 （2）在住外国人フォーラム　（3）かながわ高齢者文化祭
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第　2　章
平塚市社会福祉協議会の展開と充実
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第1節　平塚市社会福祉基金

１　社会福祉基金の設立
　平塚市では、新平塚市総合計画－HOTプラン
２１－の「地域生活を重視した福祉の充実」を目
標に、家庭や地域の福祉機能を育てながら市民
の組織を助長し、自主的活動を高めることによっ
て、市民と協働して福祉のまちづくりを図ること
とした。同時に幅広い市民の福祉活動を支えてい
くために安定した活動資金の援助が必要となっ
た。
　このため、平塚市は社会福祉法人である平塚
市社会福祉協議会に、昭和５６年（１９８１）度から
市民の協力を得て、３ヵ年で総額２億円を積立て
る社会福祉基金制度を創設した。

　積立ては、市が３年間で１億５千万円の拠出金
を支出するほか、制度の趣旨から広く市民・民間
団体などの善意に基づく協力を仰ぐこととなった。
　その後、２期６ヵ年４億円の目標に拡大され、市
の拠出金も３億円となり、民間からの賛同に基
づく善意を１億円とした。この目標は、昭和６１年
（１９８６）１２月２０日に６年たたずに達成された。
　さらに、平成３年（１９９１）・４年（１９９２）
にも５千万円ずつ計１億円の市拠出金があ
り、民間からの善意を合わせた累計では、平
成１８年（２００６）３月末現在７，５９９件　
913,119,335円となっている。

２　社会福祉基金の管理運用
　積立てられた基金は、市社会福祉協議会で管
理運用を効率的に行い、基金より生み出される果
実（利子）は、社会福祉基金管理委員会の審議を
経て、地域福祉・在宅福祉推進のための事業に使
われている。
　果実収入は、昭和５６年（１９８１）度の
37,783円から始まり、平成４年（１９９２）度には
37,719,065円の最高額を生んだ。
　基金から生まれた果実は毎年度実績を上
げ、昭和５７年（１９８２）度は、地域福祉活動事業
に900,000円、ボランティア育成・活動事業に
1,000,000円、各種援護の充実を図る事業に
1,899,900円、合計3,799,900円が福祉の
ための事業に支出された。平成１０年（１９９８）度
には事業費が42,087,354円に達した。

　しかし、バブルの崩壊以後、低金利時代
を反映し平成１7年（２００5）度においては
18,382,653円となり、今後さらに減少するこ
とが予測され、事業の縮小をはじめ、基金の取り
崩しも視野に入れざるを得ない状況となっている。
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４　社会福祉基金の推移…別表３参照

　昭和５６年（１９８１）から開始された社会福
祉基金は、開始の年から５千万円づつ６年間計
３億円の市拠出金があった。さらに、平成３，４年
（１９９１、９２）にも５千万円計１億円が追加され、
市拠出金の総額は４億円となった。
　民間寄附は、８６件７，００８，３７１円が初年度
で、平成１２年（２０００）度の７３、３７９，９３９円、平
成元年（１９８９）度の６６，１０５，６89円は、大口
寄附者がいたため特出しているが、大体１年間
１千５百万円から２千万円程度の額で推移してい
た。しかし、平成１３年（２００１）度以降はバブル経
済の崩壊や各種の基金が創設されたためか、年
間の寄附金額は低下傾向にある。

　また、開始から２５年を経過した平成１８年３月
末現在で、７，５９９件５１３，１１９，３３５円の民間寄
附と市拠出金を合わせ９１３，１１９，３３５円の基金
となっている。
　基金からの果実収入（利息）は、平成４年
（１９９２）度の３７，７１９，０６５円を最高に、低金
利の状況が続き、毎年減少状態となっている。
　社会福祉基金事業も平成１０年（１９９８）度の
４２，０８７，３５４円の実質事業費が最高でここ２,３
年は、果実収入の減少に合わせ、事業の見直し、
縮小等かなり厳しい削減をせざるを得ない状況
となっている。

３　社会福祉基金への寄附者
　昭和５６年（１９８１）から平成１８年（２００６）３
月末現在で７，５９９件　913, 119,335円とな
り、市からの拠出金が８件　400,000,000円
で残りの７，５９１件　513, 119,335円が市民
や企業などからの寄附となっている。
　この中の多額寄附は、遺言により自宅家屋
土地の資産60,033,310円を寄付された市
民の方が最も多額で、次に市内の商業企業家

の50,000,000円、生命保険協会が１１回
5,930,000円と続いている。
　また、たびたび寄附をしていただいている市民
や企業・団体もあり、１７２回の匿名団体、１０６回
の看護婦家政婦紹介所、９５回の個人、７０回の会
計事務所が回数上位であるが、他にも定期的に
寄附をされている多くの篤志家がいることは非
常に心強い。

５　社会福祉基金事業の内訳…別表４参照

　社会福祉基金事業は、５つの項目に分類されて
いる。
①　地域福祉活動の条件整備及び推進に関す
る事業
②　ボランティアの育成及び活動の推進・支援
に関する事業

③　各種援護の充実を図る事業
④　その他福祉施策の充実を図るための活動
経費及び助成事業

⑤　基金管理委員会が必要と認める事業
　それぞれ、平成１７年（２００５）度には、別表４の
とおり市内福祉活動に活用された。
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　高齢者に関する事業としては、法人化前から、
善意銀行配分事業として、寝たきり、ひとり暮らし
の高齢者の方に、夏期及び年末慰問金が配布さ
れていた。
　また、ひとり暮らしの高齢者には、誕生祝いの
他にも、草履やテレビ、おせち料理、餅などの品が
贈られた。昭和５３年（１９７８）には、慰安事業とし
て福祉会館に招待する事業も共同募金配分金で
始められた。昭和５７年（１９８２）度からは社会福
祉基金事業が開始され、善意銀行配分事業から
社会福祉基金事業に移行し、慰問金についても、

年末たすけあい募金配分事業に移行した。
　社会福祉基金事業の拡大にともない、地区社
協でのひとり暮らし給食事業が盛んになった。福
祉電話助成事業も、福祉会館を受託管理した翌
年の昭和６０年（１９８５）から社会福祉基金事業
で始まっている。寝たきり高齢者への事業も、オ
ムツの配付、家庭介護書の配付、布団乾燥丸洗い
事業が次々に始まった。また、ひとり暮らし、寝た
きり高齢者宅への火災報知機設置事業も開始さ
れた。

第2節　高齢者福祉活動の広がり
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第3節　児童福祉活動の広がり

　法人化前から、生活困難世帯を対象として神
奈川県社会福祉協議会補助による、修学旅行支
度金、小学校４年生への運動服購入費補助、生活
保護家庭児童へのカバン支給があり、法人化後
も継続された。同時に、善意銀行配分事業による、
小・中学校入学祝金事業、健全育成レクリエーショ
ン事業も民生委員児童委員の主導で共同募金配
分金を活用し開始された。
　一般児童も対象となる事業は、社会福祉基金

事業で小・中・高福祉校活動費助成や福祉啓発講
演会（希望の学校）が行われた。
　平成１５年（２００３）に子育て支援センター事
業、ファミリー・サポート・センター事業の受託もあ
り、社会も高齢化の進展と同時に、少子化に関心
が集まってきた。近年個別支援から団体支援へと
配分先を転換している年末たすけあい募金配分
事業で、地域やサークルなどが実施している、子
育て支援団体への助成制度を開始した。
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第4節　心身障害者（児）福祉活動の広がり

　法人化前から、視覚障害者が社会の情報を得
る一つの方法として、テープレコーダー貸付事業
が行われていた。この事業は、善意銀行配分金で
テープを購入し、録音奉仕会に情報提供活動を
実施してもらうものであった。また、福祉会館とい
う拠点ができ、点訳奉仕団による点訳図書の充
実が図られ、視覚障害者福祉が進展した。その後、
点字・録音ライブラリー整備事業として、社会福祉
基金事業に引き継がれていった。
　慰問金については、法人化前から年末たすけ
あい募金配分事業として行われてきたが、近年は
個人配分に対する見直しがされている。
　社会参加を促進する目的で、保養所利用補助
が共同募金財源で昭和５０年（１９７５）度から始ま
り、重度障害者同士の結婚祝金制度も同時に始
まった。
　昭和５３年（１９７８）度には、日産労組の協力で、

『障害児ふれあい広場』が行われた。その後、社
会福祉基金果実の配分事業が始まった昭和５７年
（１９８２）度からは、ノーマライゼーション実践の
ための地区ふれあい広場事業が開始された。ま
た、火災報知機設置事業、ミニファクス使用料助
成事業、１，２級障害者タクシー料金助成、ファクス
購入費助成、点字図書購入費助成の当事者援護
事業も社会福祉基金事業として始まった。
　障害児のバスレクリエーションは、昭和５３年
（１９７８）に共同募金配分事業で始まり、昭和５９
年（１９８４）に社会福祉基金事業に移行されてい
る。昭和６１年（１９８６）には、障害者とボランティ
アによる『ふれあいキャンプ』が社会福祉基金事業
で開始された。
　これらの事業の中には、時代の要請に合わなく
なったものや、公的補助制度等が利用できるよう
になったことなどにより、見直しが行われている。



─ 32 ── 32 ─

　民生委員児童委員活動や当事者団体の「なで
しこ会」により、激励慰安会が共同募金配分金を
活用して法人化前から実施されていた。後に「母
と子のつどい」という名称で事業が引き継がれた。
　法人化された昭和５０年（１９７５）から母子のバ
スレクリエーションが共同募金配分事業で始まり、
昭和５９年（１９８４）に社会福祉基金事業に移行
された。この間は、民生委員児童委員が積極的に
関わり充実した事業展開がされた。
　父子家庭については、経済的困窮に対する支
援活動は少なく、昭和５２年（１９７７）に、一人暮ら
し高齢者とともに善意銀行配分事業で、おせち料

理と餅の配付が年末に行われた。２年後に共同募
金配分事業に変わり、昭和５６年（１９８１）に事業
は終了している。
　昭和６０年（１９８５）から年末たすけあい募金
配分事業として、低所得の母子・父子世帯保育
園児に対し慰問金が配付されていた。しかし、こ
の事業も個別配分見直しの考えから平成１２年
（２０００）を最後に廃止された。
　現在、当事者団体（母子福祉なでしこ会）への
助成は年末たすけあい募金配分事業として実施
している。

第5節　母子・父子福祉活動の広がり
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１　法外援助
（１）緊急援護事業
　第１章 第１節 ４の任意団体時代の活動でも
少々触れたが、任意団体の時代から現在まで、市
からの受託事業で、旅費困窮、行旅病人等緊急援
護事業を実施している。昭和４１年（１９６６）度は
２１８名に対し旅費の一部を支給したとの記録が
ある。
　法人化後も続けられ、一回あたりの支給額の
変化はあるものの、平成１7年（２００5）度は被服
費を含め382件149,870円となっている。
（２）一時貸付事業…別表５参照
　昭和４０年（１９６５）６月４日に「平塚市社会福
祉協議会一時貸付規程」が制定され、「平塚市に
在住する低所得者に資金の貸付を行うことにより、
不時の出費を援護し、経済的自立の助成と福祉

の増進を図る」目的で始まった。
　法人化の昭和５０年（１９７５）４月１５日に「平
塚市に居住する低所得者で、一時的に生活等に
困窮した者に資金の貸付を行い、生活の安定と
経済的自立を援護する。」目的で新たに規程が
でき、昭和５０年（１９７５）度は１１件138,000円
の実績であった。平成１7年（２００5）度は36件
1,455,000円で、過去最高の利用は平成１３年
（２００１）度の４７件2,160,000円であった。
　平成１7年（２００5）度末現在、貸付金額累計
777件29,531,200円、償還済額累計574
件23,442,200円、欠損処分額累計73件
1,910,000円、貸付残額１30件4,179,000
円となっている。

第6節　援護・貸付資金事業

２　貸付制度・事業
（１）生活福祉資金貸付制度…別表５参照
　昭和27年（１９５２）から民生委員の運動が実
り、昭和30年（１９５５）に制度が発足した。
　昭和４４年（１９６９）７月１５日に「平塚市社会福
祉協議会世帯更生資金貸付審査会運営規程」が
制定された。
　法人化した昭和５０年（１９７５）４月１５日に、県
社協より資金の貸付業務の一部を受託し、資金の
貸付業務の円滑をはかる目的で「社会福祉法人
平塚市社会福祉協議会世帯更生資金貸付調査
会設置規程」を制定した。昭和５０年（１９７５）度
は２７件9,574,800円で、平成2年（１９９０）には
「世帯更生資金貸付制度」から「生活福祉資金貸
付制度」へ名称変更された。平成１４年（２００２）
度からは、新たに国の施策として、雇用の安定と

新産業創出を目指した「総合雇用対策のセーフ
ティネット整備」により、雇用保険制度の枠外にい
る自営業者やパート労働者の失業や、雇用保険
の求職者給付期間の切れたことにより生計の維
持が困難になった世帯に対して、生活資金を貸付
ける「離職者支援資金」が創設された。
　平成１7年（２００5）度の実績は、生活福祉資金
は１5件8,578,000円で、離職者支援資金の貸
付はなかった。
（２）被保護者付添看護料差額補給制度
　生活保護者が入院し付添看護を要する患者に
対して、保護基準で不足する看護料金を県社協
の交付金により補給する制度があった。
　昭和５０年（１９７５）度は、延べ人数１１１人、延
べ日数２，９９６日、金額は4,669,430円であっ
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た。
　平成７年（１９９５）度、延べ人数５１人、延べ日数
３７１日、金額は901,420円を最後に翌年から
は制度が廃止になり終了した。
（３）高額療養費つなぎ資金貸付事業
　昭和５２年（１９７７）に、国保及び社保等に定め
る高額療養費の支払い困難な世帯へのつなぎ資

金貸付を市からの借入金を使用し開始した。
　平成４年（１９９２）度までは、各保険を対象とし
ていたが平成５年（１９９３）からは、国保のみを扱
うようになった。
　平成１３年（２００１）度１３５件、23,852,120
円の貸付を最後に、直接市の国民健康保険窓口
で行うこととなった。



─ 35 ── 35 ─

第7節　共同募金活動の推移

１　共同募金の生い立ち
　大正２年（１９１３）に米国オハイオ州クリーブラ
ンド市で始められた慈善博愛連盟の運動が、今日
行われている共同募金の原型であるといわれて
いる。
　日本では長崎市において、大正１０年（１９２１）
１０月２０日より１１月２日までの２週間にわたっ
て、初めて共同募金が実施された記録がある。
　現在の共同募金運動は、戦争が終わって間も
ない昭和２２年（１９４７）に始まった。当時は国民
のほとんどが飢えと寒さに苦しんでいたが、空襲
による罹災者、戦災孤児、働き手を戦争で亡くし
た母子等、生活基盤を失った人々の暮らしは悲惨
なものだった。
　これらの人々のための社会事業施設も、多くの
対象者を抱えその日の食料もおぼつかないあり
さまだった。それに加え、昭和２１年（１９４６）１１
月３日に公布された日本国憲法第８９条に「公の
財産の支出または利用の制限」が明文化され、公
の社会事業は公の責任で、民間の社会事業は民
間の協力で、となり、民間社会事業はその自主性
を守るため不当に国や地方公共団体の援助を仰
がないということになった。民間社会事業として、

国や地方自治体から委託されたものは、委託費を
受けることとなり、それ以外の補助金はなくなっ
た。共同募金は、その民間社会事業の窮乏を救う
ことを第一の目的として始められた。
　昭和２６年（１９５１）社会福祉事業法が公布、施
行され共同募金はこの法律のもとに行われるよ
うになった。
　共同募金は広く社会福祉を目的とする事業を
配分の対象とし、そのときどきに社会のなかでお
こる福祉の課題に取り組んできたが、大きくは社
会福祉事業法に定められていた「社会福祉事業
または更生保護事業を経営する者の過半数に配
分すること」であった。
　平成１２年（２０００）６月に社会福祉事業法は、
新たに社会福祉法として生まれかわった。そのな
かで、共同募金に関する法律も大きく変わり、過
半数配分の規制はなくなった。
共同募金運動は住民の支持のもとに推進され、
人びとの“たすけあいの心”を喚起し、その結晶で
ある寄附金が、地域福祉活動を展開する民間社
会福祉団体を支える資金として有効に活用され、
地域福祉の推進に貢献することが役割である。

２　神奈川県共同募金会の歩み
　昭和２２年（１９４７）９月２７日「神奈川県コン
ミュニティ・チェスト（社会事業資金共同寄附）委
員会」（現在の神奈川県共同募金会）が民間社会
事業施設の経営難と、在宅の生活困難者の援護
を目的に、県下各界の代表が発起人となり設立さ
れた。そして、１１月２５日より１２月２５日までを期
間として全国的に共同募金運動が始まった。翌年

からは、寒冷地における募金活動の困難性という
面から、１０月１日より１０月３１日までが募金期間
とされ、募金をした印として“赤い羽根”が使用さ
れた。また、名称も「神奈川県共同募金委員会」と
改称された。
　昭和２７年（１９５２）社会福祉事業法に基づき、
法人格を取得し「社会福祉法人神奈川県共同募



─ 36 ── 36 ─

金会」と改称された。
　昭和３４年（１９５９）に期間が１０月１日より１２
月３１日までとなり、昭和２８年（１９５３）より地域

ごとに「一品持寄り運動」として任意に行われて
いた“年末たすけあい”が共同募金に統合された。

３　平塚市の共同募金運動
　共同募金が始まった年の昭和２２年（１９４７）
から平塚市支会の実績記録があり、目標額
920,150円　実績額475,737円　達成率
５１．７％であった。
　昭和３４年（１９５９）の「年末たすけあい」が統
合された年は、一般募金の目標額1,966,100
円　実績額1,806,201円で達成率９１．８６％、
年末たすけあいの目標額463,000円　実

績額449,640円で達成率９７．１１％、全体の
目標額2,429,100円に対し合計実績額は
2,255,841円で達成率９２．８６％というもの
だった。
　昭和５０年（１９７５）の実績は日赤募金も含ま
れていたが、昭和５１年（１９７６）からは、共同募金
のみとなった。

４　共同募金額の推移…別表６参照

　平塚市社会福祉協議会が法人化した昭和５０
年（１９７５）度からの実績推移であるが、平成１１
年（１９９９）度までは、順調に増加し「赤い羽根募
金」「年末たすけあい募金」合計で４２，３９４，９０３

円の最高額を達成した。その後は、バブル経済の
崩壊の影響か４２，０００，０００円を超えることがな
くなった。
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第8節　ボランティア活動の広がり

１　ボランティア活動の始まり
　平塚のボランティア活動は、“県立平塚盲学校
から依頼された点訳奉仕活動から始まる”とい
われている。昭和３７年（１９６２）に盲学校の文
化祭の際、奉仕会の結成が話題となり、昭和３８年
（１９６３）３月に横浜、川崎、横須賀に次いで県下
４番目の「平塚点訳奉仕会」として３４名の賛同者
を集め発足した。【昭和４６年（１９７１）会の充実と
発展を図るため日本赤十字に加盟し、平塚点訳赤
十字奉仕団と改める。】
　活動は、①初心者への点字指導　②点訳資材
あっせん　③点字図書の校正・製本　④盲学校
児童生徒及び地域の視覚障害者への図書貸出し
であった。昭和３９年（１９６４）２月には、リーディ
ングサービスが始まり、これがもととなって、昭和
４６年（１９７１）に「平塚録音奉仕会」が結成され
ている。学校向けのテープ雑誌を作ることが主
な活動であった。この年に第１回の点字講習会が
開かれ、前後して録音養成講座も開催され、以後、
ボランティア養成の場となっていった。
　昭和４３年（１９６８）には、視覚障害者の環境整
備に対する関心が高まり、信号機設置運動から盲
学校付近の六本交差点に音の出る信号機が設置

された。この頃から点字ブロックの敷設運動も各
地で盛んになった。
　昭和４７年（１９７２）には「拡大図書事業部」
が誕生し、たゆまぬ普及活動で県下の弱視学
級のニーズを満足させるにいたった。昭和５０年
（１９７５）には平塚市福祉会館完成にともない
奉仕の拠点が県立盲学校から福祉会館に移り、
「サムホーム（地図づくり）」も始まり、駅周辺や
公共機関等の地図、またＪＲ平塚駅の発車時刻表
作成など活動範囲や質も拡充された。
　昭和４３年（１９６８）に地域の障害者家庭に対し
て家事援助、外出介助の奉仕活動も開始され、昭
和５５年（１９８０）からは、ショッピングボランティ
アとして地域活動に組み込まれていった。
　一方、昭和４８年（１９７３）には「湘南地区JRC
指導者協議会」が結成され、青少年の赤十字活動
を支援し、「血液センター援助赤十字奉仕団」が
昭和４９年（１９７４）に結成された。
　また、市主催の手話講習会の修了者で昭和４９
年（１９７４）に手話サークル「平の会」が結成され、
昭和５３年（１９７８）には「七夕会」も結成されて
いる。

2　善意銀行からボランティアセンターへ
　昭和３９年（１９６４）８月１日に「平塚市社会福
祉協力センター設置規程」が制定され、昭和４４
年（１９６９）７月１５日に「平塚市社会福祉協議会
善意銀行設置規程」に名称が変更された。その後、
昭和４７年（１９７２）４月１日に「平塚市民の善意を
振興し、あわせて社会福祉思想の啓発広報に努
め、もって広く社会福祉全般の向上発展を促進す
るため、平塚市善意銀行を置く。」とし、事業は次
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のとおりであった。
①　労力、技術、金品等あらゆる内容の善意の
受託及び需要者への配分

②　善意活動に関する広報案内
③　寄託者の研修
④　その他目的達成に必要な事業

　法人化の昭和５０年（１９７５）４月１５日には「社
会福祉法人平塚市社会福祉協議会善意銀行設置
規程」が制定され、事務所の場所が福祉会館とな
り、事業内容の一部変更があった。
①　労力、技術、金品等あらゆる内容の善意の
受託及び需要者への配分

②　福祉の啓発と広報
③　ボランティア等の育成指導
④　その他目的達成に必要な事業

　さらに、昭和５１年（１９７６）５月２６日に規程改
正を行い、事業内容も大幅に強化された。
①　福祉思想の啓もう及び広報
②　善意による金品等の受託、配分及び活用
③　社会奉仕に関する啓もう及び開発
④　社会奉仕活動を行う個人またはグループ
もしくはこれを受け入れる施設等の登録及
びあっ旋
⑤　社会奉仕活動を行う個人またはグループ

もしくはこれを受け入れる施設等に対する援
助及び指導

⑥　社会奉仕活動を行う個人またはグループ
もしくはこれを受け入れる施設等の連絡調
整

⑦　社会奉仕活動を行うに必要な実情把握
⑧　社会奉仕活動資材の整備及び貸与
⑨　その他上記の目的を達成するために必要
な事業

　同時に「社会福祉法人平塚市社会福祉協議会
善意銀行社会奉仕活動育成事業運営要綱」を制
定し、昭和５１年（１９７６）４月１日施行で「平塚市
善意銀行ボランティア・コーナー設置要綱」がボ
ランティア活動を行う個人またはグループが奉仕
活動するための拠点としての場を設置するため
に必要な事項を定めるために制定整備された。
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3　平塚市社会福祉協議会ボランティアセンターの発足
　昭和５０年（１９７５）度に第1回ボランティアス
クール（５日間）が開催された。また、“ボランティ
アの集い”や“チャリティーセール”も実施された。
　「ともしび運動」が昭和５１年（１９７６）に提唱
されたが、平行して「１０万人ボランティア育成運
動」も民生委員児童委員協議会によって開始され
た。こうした動きの中で、昭和５１年（１９７６）１１
月７日からは、毎週土曜日午後に“障害者、老人等
だれでも集まって気楽に話し合う交流の場”とし
て、福祉会館内に“サロンドボランティア”が開始
された。同年コーディネーター分科会が発足して、
月曜日から金曜日まで毎日２人のボランティアが
当番として相談に応じることとなった。
　昭和５２年（１９７７）度には、平塚ボランティア
連絡会が結成され、「ボランティア及びそのグ
ループ間の相互連絡、調整を図り、また地域にお
けるボランティア活動を円滑に推進するため、組
織的に市民へボランティアの啓発広報を行う。」
とされ、事業内容は、次のとおりである。
①　福祉思想の啓もう及び広報
②　ボランティア活動に関する啓もう及び広報
③　ボランティア活動を行う希望及びグルー
プの登録、あっ旋
④　ボランティア及びグループの研修
⑤　各ボランティア・グループ及び地域ボラン
ティアの連絡調整

⑥　その他、上記の目的を達成するために必
要な事業

　昭和５３年（１９７８）４月１日に「平塚ボランティ
ア連絡会規約」が施行された。同年度には地区ボ
ランティア・リーダーの発足など、拠点の整備とと
もにボランティアグループ数、登録人数も年々増
加した。昭和５６年（１９８１）の国際障害者年の取
組みも大きな契機となった。
　また、同年に社会福祉基金事業が開始され、善
意銀行への寄附が減少したためボランティア関
係財源は社会福祉基金事業に移行した。
　昭和６３年（１９８８）５月２５日、「社会福祉法
人平塚市社会福祉協議会善意銀行設置規程」が
「社会福祉法人平塚市社会福祉協議会ボラン
ティアセンター（善意銀行）設置規程」に変更され、
ボランティアセンター機能が確立された。
ボランティアグループ数と登録人数

昭和５３年（１９７８）度 １６グループ ３４４人

昭和５８年（１９８３）度 ３３グループ ８４５人

昭和６３年（１９８８）度 ８９グループ ２，４４７人

平成５年（１９９３）度 ８３グループ ２，７０６人

平成１０年（１９９８）度 ８７グループ ３，７１５人

平成１５年（２００３）度 ９６グループ ３，７６９人

平成１７年（２００５）度 ９６グループ ３，６１３人
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１　平塚市民生委員児童委員連絡協議会活動
　昭和５４年（１９７９）度の事業計画を見ると、
「社会情勢の大きな動きの中で地域の福祉ニー
ズも多様化しつつあり、民生委員児童委員によせ
られる期待もきわめて大きなものがある。民生委
員児童委員は“信頼される民生委員児童委員、行
動する民協”を目指して常に人格識見の向上と知
識の習得に努めるとともに地域福祉の推進を図
るためこれまでの活動経験を基盤とし時代に即
応した福祉活動を展開する。」と計画された。
　重点目標は次のとおりである。
①地域における民生委員活動の強化
②ボランティアの育成
③研修の充実

　婦人部会の事業計画も、「全国的に取り組まれ
てきた“丈夫な子どもを育てる母親運動”の経験
と婦人民生委員児童委員の特性を発揮、地域の
実情に即した婦人民生委員児童委員活動の強化
と、地域福祉の推進を図るために次の事業を実
施する。」とした。具体的項目は、次のとおりであ
り、社会福祉協議会と大きくかかわりを持ち、事
業が展開されていた。
①　母子保健についての研修の実施
　市保健衛生課並びに保健所と母子保健につ
いて研修を行う。

②　子どもを事故から守る運動の実践
　　各地区民協の協力のもとに子どもの遊び
場、危険個所の点検及び点検結果による改
善方法の工夫を図る。

③　ケース研究会の開催
　　心配ごと相談所の取扱いケース並びに地
区活動の中から実践ケースを取上げ研究を
行う。

④　母子家庭の福祉活動の推進
　　話し合いをとおして母子家庭の実態を把
握するため、レクリエーションをまじえた母子
家庭のつどいを開催する。

⑤　ひとり暮らし老人、寝たきり老人の福祉増
進に努める。

⑥　先進地の婦人部会との交流を行い、今後
の活動の活発化を図る。

⑦　平塚市社会福祉大会に協力する。
⑧　県主催の婦人民生委員児童委員研修会に
協力する。

⑨　共同募金（街頭募金）に協力する。
　また、昭和５３年（１９７８）１２月に『平塚市民生
児童委員実態調査』が実施され、２３４名中２３３
名の回答が得られた。

第9節　社会福祉協議会と民生委員児童委員活動

問２１　民生児童委員の活動と社会福祉協議会の活動についてあなたの
　　　　気持ちに近いと思われるもの１つを選んでください。 男 女 計

１　社協活動と民生児童委員活動は表裏一体の関係にあるので、より以
　上に連携を強化していくべきだ 93 93 186

２　社協活動と民生児童委員活動は別のものだから、今後はそれぞれで
　活動を強化していくべきだ 15 11   26

３　わからない   1   7     8
４　記入なし   8   5   13
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問２６　民生児童委員活動について、次の点はどう思いますか。 男 女 計
１　民生児童委員の活動は生活保護者（低所得世帯）の相談やお世話に
　重点をおき、他の業務はむしろ整理した方がよい。   6   8   14

２　最近、老人、障害者、児童、母子世帯等の問題が多くなっているが、こ
　れからはこれらの活動に重点をおき、生活困窮者の問題は行政にまか
　せた方がよい

32 33   65

３　どれを重点ということはなく幅広く活動すべきである 69 71 140
４　記入なし 10   4   14

　問21において、１の「より以上に連携を強化し
ていくべきである」という回答が186件約８０％
で大多数であった。　問26において、３の「幅
広く活動すべきである」という回答が140件約

２　民生委員児童委員によるボランティア１０万人育成運動事業
　この事業は、昭和５３年（１９７８）度に「すべて
の市民が“住んでいてよかった”と思えるまちづく
りを目標に民生委員児童委員が力を出し合って
地域住民のボランティア活動への参加を呼びか
け、身近なボランティアを１人でも多く開発する
ために運動を展開する。」という趣旨で、具体的に
は“民生委員１人につき１人以上のボランティア
を発掘すること”を目標としていた。
　また、事業のすすめ方として、
○　世帯票の整理、分析及び対象世帯の訪問活
動を行い、福祉ニーズの的確な把握に努めると
ともにボランティア活動の必要な領域の検討、
整理を行う。
○　ボランティア活動を希望する者と民生委員
との話し合い（地区民協単位）を行う。

○　ボランティアの受け入れ側（世帯）への橋渡
しを行う。
○　地区民協単位でボランティアを対象とした
福祉講座等を開催する。

として、昭和５４年（１９７９）度には『民生委員児童
委員によるボランティア１０万人参加運動事業』
と名称を改め、“地域の小さな活動の輪を次々と
ひろげて身近なボランティアを１人でも多く開発
するため運動を展開する。”という、さらに強化し
た方針が打出され、１９地区民協４５２人のボラン
ティアが登録された。
　この成果は、平塚市社会福祉協議会のボラン
ティアセンター（善意銀行）の活動に大きな影響
を与えた。

６０％であった。
　以上の２点だけでも、民生委員児童委員の理
解と協力で社会福祉協議会事業が進められてき
たことがうかがわれる。
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１　ボラントピア事業
　ボラントピアとは、「ボランティア」と「ユートピ
ア」の二つの言葉を合成してできた造語で、ボラ
ンティア活動により誰もが安心して暮らせる福
祉のまちづくりを現した言葉であり、昭和６０年
（１９８５）度から国が「福祉ボランティアのまち
づくり事業」通称「ボラントピア事業」を開始した。
平塚市社会福祉協議会では、平成元年に国から
2年間の指定を受け開始した。この事業の目的
は、ボランティア活動に必要な人と物の整備を図
り、地域社会におけるボランティア活動が長続き
し、自主的に繰り広げられるようにすることであっ

た。具体的には、
①　ボランティア養成研修事業
②　ボランティア登録斡旋事業
③　ボランティア組織化事業
④　ボランティア活動基盤事業
⑤　市民啓発推進事業
　で、これまでの実績のうえにさらに整備をす
すめ、ボランティアを支える基盤をつくることを
内容とした。１年間の補助金額は、国、県、市が
２４０万円ずつ計７２０万円であった。

第10節　ボラントピア事業からふれあいのまちづくり事業へ

２　生活支援地域福祉活動事業
　平成２年（１９９０）１０月１日に市からの委託事
業で、「生活支援地域福祉活動事業」が開始され
た。この事業は「生活上の問題の解決を支援し、
その世帯の生活安定、維持向上を図り、地域福祉
活動を一層推進すること」を目的とし、毎日（月～
金）の相談体制を整え、生活困難ケースについて
「生活支援対象世帯処遇検討委員会」で問題解

決のためにケース検討を行う取組みであった。
　平成３年（１９９１）３月１１日には、夕陽ヶ丘保育
園の旧管理人棟を改修し、「介助が困難な在宅虚
弱老人等を日中預かり、在宅生活の維持向上等
を図る」目的で「ミニデイホーム事業」も市からの
委託事業で開始した。

３　ふれあいのまちづくり事業
　平成３年（１９９１）１０月からは「地域において
さまざまな人々が交流し、助け合うとともに、関係
機関や社会資源が有機的に連携することにより、
高齢者、障害者、児童・青少年等に対し地域に即し
た創意と工夫を行った福祉サービスを提供する
とともに、それらを永続的かつ自主的に提供する
体制の整備を図ること」を目的にふれあいのまち
づくり事業が始まった。
事業内容としては、
①　相談援助事業　心配ごと相談、生活支援
相談、専門相談（法律、金融、住宅不動産、保健

医療）
②　モデル事業　夕陽ヶ丘デイホーム事業
③　生活支援地域福祉事業
④　福祉施設地域福祉活動啓発事業（伸生会）
　以上の事業が５年
間指定され、最終年
の平成７年（１９９５）
度に１年間の延長指
定が決まり平成８年
（1996）度で終了
した。
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１　在宅福祉サービスセンターホームヘルプサービス事業
　平成元年（１９８９）４月から平塚市福祉会館内
において、在宅福祉サービスセンターを設置し、
ホームヘルプサービス事業を開始した。
　開始するにあたっては、昭和６２年（１９８７）度
から２年間にわたり、間近に迫った２１世紀をみつ
め、これからの在宅福祉サービスのあり方につい
て、「在宅福祉サービス実施検討委員会」を開催
し検討した結果、今後ますます増大が予想される
在宅福祉に係る要望に対処するため、市からの委
託事業と市社協の自主事業を組み合わせた、新
規事業を創設した。
　事業の方式は、
（１）委託契約
　国（市）の家庭奉仕員派遣事業運営要綱で定
められた、生活保護世帯や低所得世帯などの方
が利用しようとするときは、市福祉事務所に申込
み、市福祉事務所は調査し、市の家庭奉仕員派遣
か市社協の登録ホームヘルパー派遣かを決定し、
市社協の登録ホームヘルパー派遣となった場合
は、市社協に対し、利用料負担額やサービス内容
等を決定し実施委託契約が行われるという方式

であった。
（２）自由契約【平成３年（１９９１）度より自主契約
に名称変更】
　国（市）の家庭奉仕員派遣事業運営要綱で定め
られた対象者以外の市民で、日常生活に介護が
必要な方や委託契約対象者でも、規定された時
間（週延べ１８時間）を超えて利用したい場合は、
直接市社協の在宅福祉サービスセンターに申込
む方式であった。
　在宅福祉サービスセンターのホームヘルパー
は、登録制で９時から１７時まで時給６５０円、１７
時から２０時までは時給８１０円とした。また、ガイ
ドヘルパーの派遣も行った。
　平成元年（１９８９）度は、利用者１５３名で、委
託ホーム10,982時間、ガイド1,643時間、自由
ホーム4,628時間で、登録ヘルパーは、１４９名
であった。
　平成２年（１９９０）度は、利用者２０７名で、委託
ホーム22,846時間、ガイド1,406時間、自由
ホーム6,905時間で、登録ヘルパーは、１５９名
であった。

２　平塚市在宅福祉サービスセンター平塚栗原ホーム
　平成３年（１９９１）平塚市立野町３１番２０号に
平塚栗原ホームができた。この土地に住んでいた
栗原テツさんの遺言で、福祉のために土地を活用
して欲しいということから、平塚市に土地が寄附
され建設された。
　平成元年（１９８９）度から実施したホームヘル
プサービス事業は、平塚市福祉会館から平塚栗
原ホームに移転し、新たなデイサービス事業とと
もに、夕陽ヶ丘デイホーム事業も受け持つことと

第11節　在宅福祉活動の広がり
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３　夕陽ヶ丘デイホーム
　平成３年（１９９１）３月１１日に市立夕陽ヶ丘保
育園の管理棟を改修し、地域のボランティアに
支えられ、家庭的な雰囲気の「ミニデイホーム」
が「介助の困難な在宅虚弱老人等を日中預かり、

４　袖ケ浜デイサービスセンター
　平成８年（１９９６）、図書館、体育館、温水プー
ル、南部福祉会館、袖ケ浜デイサービスセンター
の複合館なぎさふれあいセンターが完成し、建物
全体の管理と南部福祉会館、袖ケ浜デイサービ
スセンターの運営を平塚市より受託した。
　袖ケ浜デイサービスセンターは、デイサービス
事業、給食サービス、入浴サービスを実施し、平
塚栗原ホームから、デイホーム事業（夕陽ヶ丘デ
イホーム）を引継いだ。
　平成１１年（１９９９）度を最後に、袖ケ浜デイ
サービスセンターから撤退し、社会福祉法人恩
賜財団神奈川県済生会に引継いだ。平成１２年
（２０００）度からは、介護保険制度がスタートし、
市社協は基幹型在宅介護支援センター事業や地
域福祉権利擁護事業など介護保険制度等を補完

する事業へ取組みをかえていった。
　なお、デイホーム事業（夕陽ヶ丘デイホーム）は、
再び平塚栗原ホームが担当することとなった。

なった。
　また、施設機能を活用して、介護者教室の開催
や屋上ではゲートボールもでき、近隣住民にも開
放された。
　平成４年（１９９２）度には、給食サービス及び入
浴サービスも開始した。

在宅生活の維持向上等を図る」目的で平塚市か
らの委託により開始した。
　この事業は、平成１２年（2000）度をもって役
割を終了した。
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１　広報啓発事業の推進
（１）「福祉だより」の発行
　福祉だよりは『社協ひらつか』というタイトルで、
昭和５０年（１９７５）９月に創刊された。第１号は、
タブロイド判２ページで、第２号からは４ページと
なり、年３回不定期に発行され、主に自治会組織
を経由し各戸に配付されていた。
　昭和５７年（１９８２）７月の第２４号から横書きの
『社協ひらつか』というタイトルとなり、昭和６０
年（１９８５）７月の第３２号からは『福祉だよりひ
らつか』となり、同年１１月の第３３号には、法人化
１０年の記念座談会の模様が掲載された。
　平成８年（１９９６）７月の第６５号からは、Ａ４判
８ページ、平成１５年（２００３）７月の第８６号から、
Ａ４判４ページのフルカラーとなった。平成１８年
（２００６年）３月号で第９４号になり、８４，０００部
を印刷し配付した。
　なお、号外編として平成２年（１９９０）３月２０日
と平成３年（１９９１）３月２０日にボランティア特
集号を、平成６年（１９９４）７月２０日には、社会福
祉基金特集号を発行した。
　第１号から第５０号までは、縮刷版として保存し
ている。

（２）平塚市社会福祉展の開催
　社会福祉展は、第1回が昭和４１年（１９６６）に
始まった。昭和４２年（１９６７）の第２回社会福祉
展反省会の席上で、記録に残すことが決定され、
その編集を市内民間施設の有志が受持つことと
なり、施設部会長を編集委員長として会議が重ね
られた。その記録冊子は、昭和４２年（１９６７）か
ら昭和４８年（１９７３）までの間で6冊残されてい
た。
　昭和４２年（１９６７）の第２回目は、「こころを結
ぶ福祉展」というテーマで、９月２８日から１０月２
日までのの５日間、梅屋デパート新館７階催し場
で、平塚市と平塚市社会福祉協議会の共催で行
われた。
　内容は、次のとおりであった。

啓発パネル（社会福祉の現況紹介）の展示
市内福祉施設の見学会
心身障害者製作品の即売会
民生相談室の開設
献血思想の普及、血液型無料判定
共同募金
市内パレード
有名芸能人によるサイン会とチャリティー
セール　 107人10,700円
（サイン会10/1（日）13：00～14：00
　大映　姿　美千子、千波丈太郎）

第12節　その他の福祉活動
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事業経費　　　６１６，２３６円
入 場 者　　　　 ５，４８２人
実行委員　　　　　　３０人
会場スタッフ　　　　４０人

　昭和５７年（１９８２）第１７回からは、平塚市民
プラザに会場を移して開催（１０月１日～５日）し、
１０月３日(日)には、銀座通りの歩行者天国で第４
回「こどもふれあい広場」が開催された。

事業経費　　　７５０，０００円
入 場 者　　　　 ４，０１１人（社会福祉展）
　　　　　　５００人（こどもふれあい広場）

　平塚市民プラザを会場として使用したのは、平
成１３年（２００１）の第３６回までで、その間、こど
もふれあい広場は、歩行者天国の関係から、パー
ルロードに場所を変えて行った。

（３）社会福祉大会から『社会福祉を考えるつどい』へ
　昭和４９年（１９７４）平塚市主導で開始された
社会福祉大会は、平成７年（１９９５）１０月２３日市
民センター大ホールにおける第２２回平塚市社会
福祉大会開催を最後に、市社協主導に移行し、平
成８年（１９９６）１１月２４日
に『社会福祉を考えるつど
い』と名称も新たに、中央
公民館小ホールにおいて、
表彰式典と講演会形式に
模様替えされた。平成９年
（１９９７）度以降は、中央
公民館大ホールに会場を
移して開催されている。

（４）イベントの統合による『福祉まつり』へ
　平成１３年（２００１）度に「イベント在り方検討
会」を開催し、平成１４年（２００２）度より、福祉会
館まつり（昭和５３年（１９７８）市主催で開始、福
祉会館にて３日間）、社会福祉展（市民プラザにて
６日間）、社会福祉を考えるつどい（中央公民館大
ホール）を統合し、名称を『福祉まつり』と改め、福
祉会館、中央公民館の２会場にて３日間（社会福
祉を考えるつどいは１日）の開催とした。
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（５）『ともしび市民フェスティバル』から『福祉フェ
　  スティバル』へ
　ともしび市民フェスティバルは、
昭和６３年（１９８８）に、市民一人
ひとりに福祉の心が根づき「とも
に生きる」福祉のまちづくりが広
がるように、「第１２回平塚市心
身障害児者レクリエーション大
会」「第１０回母（父）と子のつど
い」「ひとりぐらし老人いきいき

ふれあいのつどい」「ともしび福祉展」の4事業合
同開催から始まった。平成１４年（２００２）からイ
ベントの統合に併せ名称を、『ともしび市民フェス
ティバル』から『福祉フェスティバル』に改められ
た。場所も浅間緑
地から総合公園多
目的広場、平塚の
はらっぱへと変遷
している。

２　その他の福祉啓発事業
（１）サーフ’９０ともしびふれあい広場ＩＮひらつか
（期日）平成２年（1990）７月２９日（日）
（目的）サーフ’９０イベントの１つのエリアとし

て、障害者、高齢者のマリンスポーツへ
の挑戦とともに、多くの人々と楽しみ
交流を深め、障害者等への理解を促進
すること。

（会場）海浜ボードウォーク、相模川河口
（参加者）延べ２５，０００人

（２）在住外国人フォーラム
（期日）平成９年（１９９７）３月３日（月）
（目的）平塚での共生社会への道を考える。
（会場）平塚市勤労会館
（参加者）１０４人

（３）かながわ高齢者文化祭（平塚市・（財）かなが
　  わともしび財団との共催）
（期日）平成９年（１９９７）１０月３日（金）～５日

（日）
（目的）高齢者の活力と豊かな経験や文化的

なエネルギーを地域に広げ、高齢者社
会活動への理解促進を図る。

（会場）福祉会館、中央公民館、勤労会館、浅間
緑地

（参加者）延べ８，５００人

（４）地域たすけあい研修会ＩＮ平塚（（財）さわや
　  か福祉財団との共催）
（期日）平成１５年（２００３）２月１５日（土）
（目的）地域でのたすけあい活動を進めること。
（会場）中央公民館
（参加者）１５４人

（５）エコタウンかながわ２００３（県・市協力事業）
（期日）平成１５年（２００３）９月１３日（土）～１４日

（日）
（目的）暮らしの中での省資源・省エネルギー

の実践方法とリサイクル、都市緑化、バ
リアフリー等の必要性の理解を県民に
深めてもらう。
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（会場）総合公園平塚のはらっぱ

（６）福祉ふれあい１０日間（法人化３０周年記念・
　  日本自転車振興会助成事業）
（期日）平成１６年（２００４）１１月１１日（木）～

２０日（土）
（目的）「誰もが住みよいまち̶やさしいまち

づくり̶」の創造に向け、普及啓発活
動により、地域住民の福祉に対する理
解と関心を高めるため

①　バリアフリー映画のつどい（１１月１１日
（木）～１３日（土））
•「クイール」たくさんの愛に包まれた一匹の
盲導犬の感動の物語を上映

（会場）シネプレックス平塚（２００席会場を貸
切）

②　福祉ふれあいの森（１１月１８日（木）～２０
日（土））
•ふれあいの森（おもちゃふれあいコーナー、
体験、展示コーナー）

•自転車の森（おもしろ自転車、ふわふわ、トレ
イン、車椅子体験、パラリンピック等競技用
自転車展示）
•音楽の森（リトミック、ファミリーコンサート、
白井貴子コンサート）

　（会場）中央公民館、福祉会館、江陽中学校校庭
　（参加者）延べ１３，６１９人



─ 49 ── 49 ─

第１節　地区社会福祉協議会の設立……………………… 51
1 地区社会福祉協議会の設立の経緯

2 地区社会福祉協議会の基礎確立

 （1）地区社会福祉協議会の結成と活動

 （2）地区社会福祉協議会の主な事業

3 モデル地区社会福祉協議会の指定

4 地区社協あり方検討委員会の実施

5 地区社会福祉協議会会長会議（地区社協部会）

第２節　地区社会福祉協議会の現状と課題 …………… 53
1 組　　織

2 活動拠点

3 財　　源

4 活　　動

第　3　章
地区社会福祉協議会の進展





─ 51 ── 51 ─

第1節　地区社会福祉協議会の設立

１　地区社会福祉協議会の設立の経緯
　昭和３２年（１９５７）に全社協より「市区町村社
協当面の活動方針」が提示され、社協活動の方針
を「福祉に欠ける状態の克服」においた。地域の
福祉増進を強力に推進するため、地域住民との
緊密な協力体制の整備を強調し、活動について
は、行事中心から福祉活動へ、また地区社協福祉
活動の組織化についても提示された。
　前後して厚生省は、保健福祉地区対策構想を
打出し「社会保障は、国家と個人の協力すなわち
公的サービスの提供と民間活動の両者が相まっ
て初めて達成され得るものであり、従来から社会
福祉公衆衛生に関する民間組織が役割を果たす
ために組織されてきた。しかし現状は未組織の地
域もあり、その行う事業活動も狭義の社会福祉
事業や害虫駆除事業等の比較的狭い分野に限定
されがちであった。この際特に小地域社会の住民
の保健及び福祉の向上を図るための、各種の小
地域組織の育成及び活動促進」が要請された。こ
の構想は昭和３４年（１９５９）に「地区組織活動推
進地区」設置事業（国庫補助事業）として全国で
開始された。

　全社協は、このような地区活動の動きや社会情
勢、特に経済的な発展等により地域社会の構造
も大きく変貌しつつあるとして、そのような社会
情勢に対応するため社会活動の再編の必要から、
昭和３７年（１９６２）「住民主体の活動」を原則とす
る「社協基本要領」を制定した。
　「社協基本要領」では、「社協は一定の地域社会
において、住民が主体となり、社会福祉、保健衛
生その他生活の改善向上に関連のある公私関係
者の参加、協力を得て地域の実情に応じ、住民の
福祉を増進することを目的とする民間の自主的
な組織」であり、「調査、集団討議、及び広報等の
方法により、地域の福祉に欠ける状態を明らかに
し、適切な福祉計画をたて、その必要に応じて、地
域住民の協働促進、関係機関、団体・施設の連絡・
調整、及び社会資源の育成などの組織活動を行
うことを主たる機能」とし、「なお、必要ある場合
は自らその計画を実施する」と結んでいる。
　この社協基本要領は、「社協の憲法」と呼ばれ、
その後の社協活動は「住民主体の原則」に基づい
て実践されていくこととなる。

２　地区社会福祉協議会の基礎確立
（１）地区社会福祉協議会の結成と活動
　厚生省や全社協の動きに呼応し、県社協も
小地域活動推進に補助制度を導入するなど地
区社協の育成につとめ、平塚市にも昭和３９年
（１９６４）４月１日に旭地区と土沢地区、１１月に
神田地区、１２月に金目地区、昭和４０年（１９６５）
２月に花水地区、４月に城島地区と金田地区、７月
に豊田地区、昭和４１年（１９６６）２月に富士見地
区、４月に港地区、５月に岡崎地区、昭和42年4月

に松原地区と次々に地区社協が誕生し、昭和４４
年（１９６９）４月に崇善地区、５月に大野（真土）地
区が設立され市内全域となった。その後連合自
治会の分離などに併せ、地区社協も分離し現在の
２３地区となった。
（２）地区社会福祉協議会の主な事業
　昭和４５年（１９７０）に富士見地区社協が、県社
協から推進地区の指定を受け、３年間強力な指導
と、育成助成金が給付され、現在の富士見地区社
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協活動の基礎が確立された。その活動は、県内で
も優秀なモデル地区として評価を受けた。
　また、昭和５４年（１９７９）には、全社協主催で
平塚市において都道府県・指定都市社協中堅職
員研修会が１１月２０日から２２日までの３日間開
催された。その中で昭和５３年（１９７８）度から５５

年（１９８０）度の３年間「地域福祉活動モデル地区
推進事業」の指定を受けている富士見地区社協
が活動状況の発表を行った。さらに、松が丘地区
ボランティアビューローも活動事例の紹介を行っ
た。

３　モデル地区社会福祉協議会の指定
　昭和５９年（１９８４）度に始まった地域福祉推進
事業は、県域福祉圏、市域福祉圏、基礎的福祉圏
の３層圏域の取組みにより、「福祉のまちづくり」
を進めるもので、基礎的福祉圏すなわち毎年２地
区社協を５９年、６０年、６１年の３年間モデル指定
し、基盤整備を図るための助成金（１年目５０万円、
２年目３０万円、３年目２０万円の３年間１００万

円）が６地区に給付された。３年間の県社協補助
事業が終了した後も、平塚市社協は社会福祉基
金を財源として全ての地区社協をモデル指定し、
基盤整備の事業は平成8年（1996）度に完了し
た。地区社協の基盤整備にとって大きな進展が図
られた。

４　地区社協あり方検討委員会の実施
　昭和６３年（１９８８）１２月から平成３年
（１９９１）３月まで、１２回の検討を行い「地区社
協の望ましい方向」を①活動事業への取組み　
②活動財源の確保　③組織の充実強化　④活動

拠点の確保・事務局体制の確立の４項目について
『地区社会福祉協議会の組織と事業』としてまと
めた。

５　地区社会福祉協議会会長会議（地区社協部会）
　地区社協部会は、昭和５０年（１９７５）４月１５日
平塚市社協の法人発足と同時に部会規程に基づ
いて始まった。年３回程度の会長会議を行い、内
１回は宿泊にて研修会議を実施していた。なお宿
泊の研修会議は、平成１１年（１９９９）に廃止した。

　平成７年（１９９５）度には地区社協部会会則を
制定し、より自主的な取組みとなり、地区社協会
長会議の都度、その社会情勢にあわせた研修が
行われるようになった。
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第2節　地区社会福祉協議会の現状と課題

1　組織
　地区社協は、現在２３地区あり規模は多少異な
るが、おおよそ中学校区が単位で、平均すると世
帯数４，０００世帯、人口１１，０００人程度の規模と
なっている。
　組織は、地区内の自治会、民生委員児童委員、
青少年指導員、老人クラブ、体育振興会、ＰＴＡな
どの各種団体の代表により構成されている。ただ
し、自治会から協力員を選出して構成している地
区もある。

　会議は、総会を行うところがほとんどであるが、
執行機関として理事会を組織しているところが多
い。役員会、委員会を執行機関としているところ
もある。
　また、部会を設置し役割分担をしているところ
も多く、その区分けは、企画、広報、ボランティア
育成、奉仕、会計というような実務的分担と、少数
であるが高齢、障害、児童というような対象別の
分担をしている地区もある。

２　活動拠点
　事業を運営していくうえで重要な活動の拠点
は、地区公民館がほとんどである。公民館も地区
の福祉を推進する地区社協に協力的であるが、
事務所的な占有スペースを確保することはむず

かしいため、事務局は会長宅となるケースが多い。
資料等を会長は自宅に保管せざるを得ない状況
となっており、この点は課題といえる。

３　財源
　地区社協の財源は、平塚市社協からの補助金、
賛助会費還元金が大きな割合を占める。その他、
日本赤十字社社資増強運動還元金、社会を明る
くする運動実施補助金、寄附金、バザー収益金な

どとなり、１地区社協の財源規模は、世帯数の多
少で差はあるものの、平均１３０万円程度となる。
（次頁　補助金交付額一覧表及び別表７参照）

４　活動
　主な活動は、ひとり暮らし高齢者の会食事業、
寝たきり高齢者等への慰問、敬老会、子育て支
援活動、三世代交流事業、社会を明るくする運動、
福祉まつり（ふれあい広場やつどい事業）、ボラン
ティア育成、相談支援活動、募金活動、広報活動
等で、このほかにも自治会、老人クラブ、公民館、
学校など地域の団体や組織と協力し合ってさま

ざまな活動をしている。
　課題としては、核家族化や少子化、高齢者や非
婚者の単独世帯等の家族規模縮小の進行、人間
関係の希薄化など地域社会そのものが著しく変
容してきており、地域の福祉ニーズにどのように
対応するかが課題である。
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平成1７年度　地区社会福祉協議会　福祉事業活動費補助金交付額一覧表

地 区 名 地 区 社 協 活 動
促進事業費補助金

共 同 募 金 協 力 者
活 動 費 補 助 金

平成17年度補助金額
合 　 計

富 士 見 　　602,300円 　 103,700円 　 ７０６，０００円

崇 善 　　588,000円 　　75,000円 　 ６６３，０００円

松 原 457,300円 　　51,700円 　 ５０９，０００円

　 港 　 672,300円 　 100,700円 　 ７７３，０００円

花 水 751,000円 101,000円 　 ８５２，０００円

な で し こ 616,300円 　　59,700円 　 ６７６，０００円

八 幡 540,300円 　　54,700円 　 ５９５，０００円

真 土 385,000円 　　50,000円 　 ４３５，０００円

四 之 宮 657,300円 　　77,700円 　 ７３５，０００円

中 原 682,300円 　 101,700円 　 ７８４，０００円

南 原 404,000円 　　33,000円 　 ４３７，０００円

松 が 丘 413,000円 　　46,000円 　 ４５９，０００円

豊 田 337,000円 　　33,000円 　 ３７０，０００円

田 村 505,300円 　　83,700円 　 ５８９，０００円

大 神 366,300円 　　43,700円 　 ４１０，０００円

横 内 449,000円 　　54,000円 　 ５０３，０００円

城 島 400,300円 　　38,700円 　 ４３９，０００円

岡 崎 525,000円 　　57,000円 　 ５８２，０００円

金 田 433,300円 　　77,700円 　 ５１１，０００円

土 沢 337,300円 　　34,700円 　 ３７２，０００円

旭 南 760,000円 119,000円 　 ８７９，０００円

旭 北 818,000円 123,000円 　 ９４１，０００円

金 目 553,300円 108,700円 　 ６６２，０００円

合 計 12,253,900円 1,628,100円 13,882,000円
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第1節　社会福祉基礎構造改革

　平成12年(2000)5月29日「社会福祉増進
のための社会福祉事業法等の一部を改正する等
の法律」が成立、6月7日に施行された。
　この法律改正は、昭和26年の社会福祉事業法
制定以来、大きな改正の行われていない社会福
祉事業、社会福祉法人、措置制度など21世紀を
見据えた社会福祉の共通基盤を再構築し、今後

増大・多様化が見込まれる国民の福祉需要に対応
するための基礎構造改革であった。
　改正等の対象となる法律は、社会福祉事業法(名
称を「社会福祉法」と改められた。)身体障害者福
祉法、知的障害者福祉法、児童福祉法、生活保護法、
民生委員法、社会福祉施設職員等退職手当共済法
の一部改正が行われ、公益質屋法は廃止された。

１　改革の理念
　個人が尊厳を持ってその人らしい自立した生
活が送れるよう、支えるという社会福祉の理念に
基づいて改革を推進する。

①　個人の選択を尊重した制度の確立
②　質の高い福祉サービスの拡充
③　個人の自立した生活を総合的に支援する
ための地域福祉の充実

２　改革の方向
○　福祉サービスの利用制度化
行政が行政処分により
サービス内容を決定する
措置制度

⇨
利用者が事業者と対等な
関係に基づきサービスを
選択する利用制度

○　利用者保護制度の創設
①　地域福祉権利擁護制度の創設
②　苦情解決のための仕組みづくり
○　サービスの質の向上
①　良質なサービスを支える人材の育成
②　第三者によるサービスの質の評価導入

○　地域福祉の推進
①　市町村地域福祉計画及び都道府県地域福
祉計画の策定

②　社会福祉協議会、民生委員児童委員、共同
募金の活性化

　などの具体的な内容が示されている。この社会福
祉基礎構造改革が推進される状況にあって、地域福
祉の中核的な役割を担う社会福祉協議会も新たな
福祉の時代の中で大きな変革を求められてきた。

３　社会福祉協議会の位置づけ
　市町村社会福祉協議会は「地域福祉の推進役」
として位置づけられるとともに「改革の理念、目的、
事業内容などについて見直し」を行うこととし、具
体的には市町村社会福祉協議会の組織構成・性格
を「地域住民や社会福祉事業または更生保護事
業を経営する者、ボランティア団体、市民活動団

体などにより構成される地域の公益的・自立的組
織」として位置づけ、事業内容では、「情報提供、総
合相談、権利擁護などの適切なサービス利用を支
援するための新たな事業」等、住民の視点に立っ
た総合的な生活支援事業を実施することとなった。
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第2節　個人の自立を基本とし、個人の選択を尊重した制度の確立

１　介護保険事業
　少子高齢化の急速な進展、国民生活ニーズの
多様化・高度化、経済の低迷等の社会経済情勢の
変化の中、国民生活の安定を支えるインフラとし
ての社会保障制度全般に係る見直しが社会福祉
基礎構造改革と併行して実施された。
　この社会保障構造改革の目的の第一は、福祉、
医療、年金の各制度のバランスのとれた制度の
再編成。第二は個人の自立を支援する利用者本
位の仕組みが重視され、個人が良質なサービス
を適切に選択できるようにし、障害や要介護状態
になっても、できる限り住み慣れた地域で自立し
た生活を送ることができること。さらには、福祉分
野に民間活力の導入や給付と負担の公平・公正を
図っていくこと等を重視し、改革が推進された。
（１）介護保険制度の創設
　急速な高齢化の進展により、寝たきりや認知症
の高齢者が急増、また、家族の介護機能の低下な
どから、高齢者の介護問題は老後の最大不安要
因となっている。そのため、社会保障構造改革の
第一弾として介護保険法が整備され、平成１２年
（２０００）４月に施行された。
　介護保険制度は、国民の共同・連帯の理念に基
づき、給付と負担の関係が明確な社会保険方式
により、社会全体で介護を支える新たな仕組みづ
くりとして、利用者の選択により保健・医療・福祉に
わたる介護サービスが総合的に利用できる制度
として創設された。
（２）介護保険事業への対応
　市社協は、この制度化以前から平塚市の老人
保健福祉計画に基づき、平成3年（１９９１）に平塚
栗原ホームを、平成8年（１９９６）には袖ヶ浜デイ
サービスセンターを開設し、ホームヘルプサービ
ス、デイサービス、施設入浴サービス、給食サー

ビスなどを市の受託事業として行い、在宅サービ
スの中核的な役割を担ってきた。介護保険制度
導入等の新たな福祉制度の具体化が進められる
中で、市社協が積み重ねてきた組織的機能をもっ
て、介護保険事業に参入することとなった。
①　居宅介護支援事業
②　訪問介護事業（ホームヘルプ事業）
　制度化以前は市からの受託事業として市域の
約７割のシェアーを占めていた。
③　通所介護事業（デイサービス事業）
　平成11年（1999）度を最後に、袖ケ浜デイ
サービスセンターから撤退し、平塚栗原ホーム
に集約して事業化を図った。

（３）今後の課題
　平成１８年（２００６）４月より改正介護保険制度
が施行され、新予防給付や地域支援事業が組み
込まれ、大きな転換期を迎える。安定した地域資
源が確保されている現状において「社協らしさ」
をもって、今まで以上に地域の福祉力を高めるた
めの事業展開が課題となっている。
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第3節　平塚市社会社会福祉協議会に期待される役割

１　地域福祉権利擁護事業
　本格的な福祉サービスの利用契約制度が導入
された現在、社会福祉基礎構造改革の基本理念
に基づき福祉サービス利用者の権利擁護の仕組
みが構築された。
　社会福祉法において、利用者の権利を保護し
サービスの選択を支援するため、サービス提供事
業者に対する苦情解決の責務の明確化及び運営
適正化委員会の設置と、市社協が役割を担う地
域福祉権利擁護事業が規定された。
（１）事業の目的
　福祉サービスの利用が「措置」から、利用者
と事業者との「契約」による制度への転換に伴
い、判断能力が十分でない高齢者や障害者のた
めに福祉サービスの利用手続きや、日常生活の

金銭管理等を市社協が支援することにより、地域
で安定した生活が送れることを目的に平成１２年
（２０００）４月から実施している。
（２）事業の内容と今後の課題
　本事業の内容は①福祉サービス利用援助　②
日常的金銭管理　③書類等の預かりの３つを基
本的な援助サービスとして実施している。
　本事業の意義や重要性が地域住民に理解され、
今後ますます利用者が増加する中で、利用者の日
常生活上の問題も顕在化し、この３つの援助サー
ビスでは十分な対応が困難な現状にある。さらに
本事業が適切に図られるよう、援助内容の拡充を
視野に、信頼される福祉制度として定着させていく
必要がある。

サービスの契約状況【平成18年（２００6）３月３１日現在】

福祉サービス利用援助・
日 常 的 金 銭 管 理 書類等預かり 契約件数

高　齢　者 ４5   ８  ４7（６）
身体障害者   6   3 　8（1）
知的障害者   7   4  10（１）
精神障害者   ５   4 　8（１）
合　　　計 63 １9  73（9）

＊（　）は、福祉サービス利用援助及び日常的金銭管理サービスを利用している者のうち、書類等預かりサービスも併せ
て利用しているものを示す。

２　基幹型在宅介護支援センターから地域包括支援センターへ
（１）基幹型在宅介護支援センター
　平成１２年（２０００）４月介護保険制度の施行時
に基幹型在宅介護支援センター事業が創設され、
市からの受託事業として市社協が実施してきた。
　在宅の高齢者等やその介護者に対し、介護保険
制度のサービス利用支援と自宅介護に関する総
合的な相談に対応し、ニーズに応じた各種の保健

福祉サービスが包括的に受けられるように、関係
機関及びサービス実施機関等と連絡調整し、地域
の高齢者やその家族の福祉の向上に努めてきた。
｛事業の内容｝
①　地域型在宅介護支援センターとの連携
②　地域ケア会議による小地域のネットワーク
化
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③　介護者教室、住宅改修・福祉機器相談事業、
家族介護者交流事業等を実施

④　ひらつか地域介護システム会議（介護保
険サービス事業者の連携システム）の運営
により、事業者間情報の共有化や利用者に
対する情報提供体制を確立

（２）地域包括支援センター
　平成１８年（２００６）４月の施行に向け、介護保

険制度改革が検討されている中で「総合的な介
護予防システムの確立」や「ケアマネジメントの
体系的な見直し」を踏まえ、地域における総合的
なマネジメントを担う中核機関として「地域包括
支援センター」が設置される。在宅介護支援セン
ター事業が地域包括支援センター事業に移行さ
れることとなる。

３　子育て支援事業
　急速に進む核家族化、少子化等の環境の変化
により、子育てに関する諸問題が顕在化し、行政
や地域資源の連携により「地域の子どもたち」が
安心して健やかに成長することができる環境の
整備が求められてきた。
　国においては、児童福祉法の一部改正がされ、
児童委員の職務の明確化、また児童委員活動の
一層の推進を図るため、主任児童委員が制度化さ
れた。
　公的支援事業としては、「子育て支援センター
事業」や「仕事と家庭両立支援特別援助事業」
（ファミリー・サポート・センター）等の施策が講じ
られた。
　一方、市民による子育て支援の取組みが各地
域で展開され、着実に地域の中に浸透してきた。
　このような状況の中で、市社協は改定第二次
地域福祉推進計画に『子育て支援に関する新た
な福祉サービスの開発』を位置づけ取組むべき
課題とした。
　高齢化と少子化は表裏の関係にあり、共に地域
社会が抱える大きな問題となっている。これまで
市社協は高齢者福祉を優先し、行政と一体的に
施策の拡充を図ってきたが、子育ての社会化が進
む中、子育てに関する問題や地域ニーズを改め
て認識し、地域福祉の担い手として、子育てに関
する事業に積極的に参入することとした。
（１）子育て支援センター事業
　平成１５年（２００３）４月市からの受託事業とし

て、子育てに関する育児不安等についての相談
対応、子育て家庭への育児情報の提供、子育てサ
ロンの運営及び子育てサークル等への支援、並
びに地域の保育ニーズに応じて地域の子育て支
援関連機関との連携により、地域の子育て家庭へ
の支援を円滑効果的に行っている。
（２）ファミリー・サポート・センター事業
　平成１５年（２００３）７月市からの受託事業とし
て、地域において育児の支援を受けたい人と育
児の支援を行いたい人を会員組織とした。
　また、育児に関する相互援助活動の支援を図り、
子育てと仕事の両立をはじめとする、多様化・複
雑化する保育要望にきめ細かく対応するとともに、
安心とゆとりをもって子育てができる地域環境づ
くりに資することを目的に事業実施している。

（３）子育て支援育成事業
　平成１４年（２００２）１０月から市社協の自主事
業として、平塚市内において子育て支援事業を
行っている市民活動団体に対し、その事業費の一
部を助成し、地域子育てネットワークの構築に向
け支援している。
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第4節　平塚市地域福祉計画と地域福祉活動計画の取組み

１　平塚市地域福祉計画
　平成１２年（２０００）５月に制定された社会福祉
法では、地域福祉の推進が基本理念の一つとして
掲げられ、市町村地域福祉計画の策定が明文化さ
れた。平塚市では平成１６年（２００４）３月に新平塚
市総合計画・改訂基本計画を上位計画とした個別
計画として、本市における地域福祉推進の基本的
指針となる「平塚市地域福祉計画」が策定された。
（１）地域福祉計画の基本目標
①　地域住民による支えあいの仕組みづくり
　地域住民自らが、地域の問題を自分の問題と
して受け止め、地域の関係団体や行政と協働し
て、個人の尊厳を重視しながら地域住民が支え
あう仕組みづくりを進める。

②　地域福祉の共通基盤づくり
　地域住民やボランティアなど市民参加によ
る活動と公的なサービスが効果的に連携して
いく地域福祉の共通基盤づくりに取組む。

２　平塚市地域福祉計画との連携
　社会福祉法において、市町村社会福祉協議会は
「地域福祉推進を図ることを目的とする団体」と
して位置づけられ、地域福祉を推進する民間団体
の中核として役割が明文化された。
　地域福祉計画は、地域住民や平塚市社会福祉
協議会をはじめ地域の市民団体が行政と共に、地
域ニーズや生活課題等の把握、調査、分析を行い、
取組みの方向について、合意形成により策定され
た。このうち、地域住民や民間の役割とされた部
分を社会福祉協議会が策定する「地域福祉活動
計画」に位置づけていく。
　地域福祉を推進するさまざまな団体で構成さ
れた平塚市社会福祉協議会は、地域住民による
「地域福祉活動計画」づくりを果たしていく。
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４　平塚市地域福祉活動計画
　地域福祉の推進に向け、これまでも住民を主体
とする住民参加型の地域づくりを目指してきたが、
組織体制や事業活動を検証し、今後取組むべき
課題を明確に、新たな活動の指針を整理した計
画の策定が必要となっている。
　平塚市地域福祉計画はもとより、他の行政計

画等との整合性を図りながら、地域住民の参加に
よる計画づくりのプロセスを重視した新たなる計
画の策定に向け取組んでいる。
　地域福祉推進計画は、市社協の発展計画とし
て位置づけられており、地域福祉活動計画を織り
込んだ計画として整理していく。

３　平塚市地域福祉推進計画
　平塚市社会福祉協議会は、平塚市の社会福祉
事業における住民活動の強化を図るための組織
として、昭和２８年（１９５３）の結成以来一貫して
住民参加を進めながら、地域の福祉向上のため
の各種事業の展開を行い、地域で支え助け合う
「福祉のまちづくり」を実践してきた。
　この間、急速な高齢化・核家族化等の進行によ
り、福祉ニーズの増大とその多様化が顕著となり、
市民生活に重大な影響を及ぼし、社会福祉も大
きな転換期を迎えた。
　こうした状況を踏まえ、市社協は２１世紀を展
望して、地域福祉を積極的に推進する長期計画
「平塚市地域福祉推進計画」を策定した。
（１）平塚市地域福祉推進計画（第１次計画）
　昭和６２年（１９８７）から平成１４年（２００２）ま
で１５年間の計画とし、社会経済変動等による見
直しを前提に目標を達成することとした。
｛基本目標｝
１　市民統合と相互扶助の地域社会の形成

２　在宅福祉サービスの充実
３　市民参加の組織形成
４　活動財源の確保
５　事務局と活動拠点の整備
６　地区社協の拡充

（２）第２次平塚市地域福祉推進計画
　平成８年（１９９６）から平成１１年（１９９９）まで
の４年間の中期計画とし、活動目標と具体策、組
織の見直しを図った。
（３）改定第２次平塚市地域福祉推進計画
　平成１３年（２００１）から平成１５年（２００３）ま
で３年間の計画とし、社会福祉基礎構造改革によ
る社会状況の変化及び福祉の枠組み、諸施策が
大きな転換期となったことから、状況に対する新
たな市社協の組織・事業運営を確立していくため
に、現状の各課題等を整理し、第1次計画及び第
２次計画の理念に基づき第２次計画の改訂版と
して策定し、次なる新計画に継承していく。
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受託事業から指定管理者制度へ

　平成１５年（２００３）６月に地方自治法が一部改正され、公の施設の管理制度が改められた。
これまでは公共団体や公共的団体、地方公共団体が設立した出資団体等に限って認められていた管
理委託の対象が、広く民間法人や民間団体にも認められることとなる。これまで設置者である地
方公共団体と受託者となる公共的団体との間で、管理委託契約を締結して管理を委託する方式にか
わって、地方公共団体が管理を委ねる法人を指定して公の施設の管理権を委ねる指定管理者制度が
導入された。
　制度の導入目的は、多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、公の施設の
管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の縮減等を図ることを
目的としている。
　平塚市福祉会館３館（福祉会館、東部福祉会館、南部福祉会館）、七国荘及び栗原ホームの指定
管理者については、平成１７年（２００５）６月に関係条例の改正が行われ、公募の後、９月の平
塚市指定管理者選定等委員会におけるプロポーザルとヒアリングによる審査が行われ、各館それぞ
れ平塚市社会福祉協議会が指定管理者の候補者として選定され、12月の定例市議会において、平
成１８年（２００６）４月1日から平成２３年（２０１１）３月３1日までの５年間、社会福祉法
人平塚市社会福祉協議会を指定する議決がされた。
　今後はさらに利用者ニーズの把握に努め、平塚市社会福祉協議会が培ってきたノウハウを駆使し
つつ、利用満足度の向上を図っていくことが不可欠と思われる。
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第1節　平塚市福祉会館

　福祉会館は、高齢者及び障害者に対して健康
の増進・教養の向上・レクリエーションのための総
合福祉施設として、また福祉ボランティア活動の
拠点として、さらに社会福祉に関する啓発、社会
福祉活動の場として、多くの市民に利用されてい

る。
　南側に隣接する福祉事業センターは、１階が支
援費制度の児童デイサービス事業と療育相談事
業、２階が心身障害者地域作業所として平塚市の
福祉の向上のために活用されている。

１　施設の概要
（１）所在地
平塚市追分１番４３号

（２）建物概要
ア　福祉会館
ア 開所時期　　昭和５０年（１９７５）４月１日
イ 構　　造　　鉄筋コンクリート造地下1
　　　　　　　　階地上３階建
ウ 敷地面積　　４，８９１．８８㎡
エ 延床面積　　２，８２４．６６㎡
イ　福祉事業センター
ア 開所時期　　昭和５８年（１９８３）４月１日
イ 構　　造　　鉄筋コンクリート造２階建
ウ 延床面積　　６８３．７３㎡

２　利用状況（１7年度実績）
（１）老人福祉センター
　老人福祉センターは、市内在住の高齢者に対し
て各種の相談に応ずるとともに、健康の増進、教
養の向上及びレクリエーションのための便宜を総

合的に提供し、高齢者に健康で明るい生活を送っ
てもらうことを目的として開設している。
　なお、毎月第２・第４日曜日には、障害者団体を
対象に日曜開館を実施している。

（単位　人）

団体利用 個人利用 日曜開館利用 教養室等利用 計

８，049 ３8，322 398 ２５，243 ７2，012
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（２）会議室等の利用
　高齢者・障害者・福祉団体を対象に趣味・教養の
向上のためのサークル活動や会議の場として会
議室等を提供している。

（単位　人）

第１会議室 第２会議室 第３会議室 料理講習室 点訳奉仕室 図 書 室 録音奉仕室

8，369 12,494 8,061 1,574 1,041 303 374

ボランティア
活動室  　　

身　　障
いこい室

身障知的　
障害判定室 奉仕活動室 集会室 計

608 ２，142 358 2,868 ２，486 ４0，678

（３）各種相談室の利用
　市民の福祉向上を図るため家庭児童相談、母
子相談、生活支援相談、ボランティア相談など、各
種相談の場を提供している。

（単位　人）

家庭児童相談 母子相談 生活支援相談 ボランティア相談 計

7,348 1,535 129 1,148 10,160
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第2節　平塚市東部福祉会館　白寿荘

　環境事業センターに隣接する東部福祉会館は、
市制５０周年記念事業の一つとしてお年寄りの生
きがい、ボランティア活動等の福祉拠点として建
設された施設である。ごみ焼却処理場の余熱を

利用して浴室を配備し、お年寄りの皆さんが健康
で明るく楽しんでいただき、そして長寿であるよ
う白寿荘と命名された。

１　施設の概要
（１）所在地
平塚市大神２，８８５番地の３

（２）建物概要
ア　開所時期　　昭和５７年（１９８２）５月１５日
イ　構　　造　　鉄筋コンクリート造２階建　
　　　　　　　　（一部３階）
ウ　敷地面積　　１，０００．０６㎡
エ　延床面積　　１，１６９．１４㎡

２　利用状況（１7年度実績）
（単位　人）

団体利用 個人利用 教養娯楽室等 計

5,534 14,643 2,360 22,537

（ 白 寿 荘 ） （なぎさふれあいセンター）
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第3節　平塚市南部福祉会館（なぎさふれあいセンター）

　南部福祉会館がある「なぎさふれあいセン
ター」は、南図書館、花水公民館の付属体育館、袖
ケ浜デイサービスセンターの複合館で、地下には

高齢者や障害者等の身体機能の回復や健康維持
等の訓練用プールを設置してある。

１　施設の概要
（１）所在地
平塚市袖ヶ浜２０番１号

（２）建物概要
ア　開所時期　　平成８年（１９９６）５月２８日

イ　構　　造　　鉄筋コンクリート造地下１階
　　　　　　　　地上３階建
ウ　敷地面積　　３，９８３．５６㎡
エ　延床面積

（単位　㎡）
施　設　名 専用面積 共用面積 計

南部福祉会館 970.53 1,368.50 2,339.03

袖ケ浜デイサービスセンター 384.25 45.40 429.65

南図書館 1,125.95 ̶ 1,125.95

花水公民館付属体育館 883.14 ̶ 883.14

計 3,363.87 1,413.90 4,777.77

２　利用状況（１7年度実績）
（１）老人福祉センター　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位　人）

団体利用 個人利用 計

２，228 ３７，866 40,094

（２）会議室等の利用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位　人）

会議室 ボランティア活動室 教養娯楽室 計

1,132 3,038 4,795 8,965

（３）機能回復訓練用温水プール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位　人）

機能訓練会 教　室 団　体 個　人 計

260 １，360 414 22,747 24,781

• 登　録　　　個人　　２,896人　　　　団体　　１３団体　
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第4節　平塚市七国荘

　七国荘は、昭和４４年（１９６９）に地元の土屋地
区から平塚市に移譲された施設で、全面改修を
行い、平成元年（１９８９）4月に開館した施設であ
る。市の西部に位置し自然の樹木に恵まれた景観

のすばらしい台地にある。高齢者等の健康の増進、
教養の向上、レクリエーションのための場として
利用されている。

１　施設の概要
（１）所在地
平塚市土屋４，５９４番地

（２）建物概要
ア　開所時期　　平成元年（１９８９）４月１１日
イ　構　　造　　鉄筋コンクリート造平屋建
ウ　敷地面積　　４，９６２．８３㎡
エ　延床面積　　４３３．９５㎡

２　利用状況（１7年度実績）
（単位　人）

団体利用 個人利用 計

４，457 293 ４，750
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第5節　平塚市在宅福祉サービスセンター平塚栗原ホーム

　平塚栗原ホームは、故栗原テツさんのご遺志に
より、介護を必要とする在宅のお年寄りや障害者
とその家族を支援するための福祉施設として、平
塚市が平成3年（1991）に建設したものです。
　栗原テツさんには子供がなく、昭和１９年
（１９４４）に夫の長吉さんに先立たれて以来、お

一人で生活してこられ、昭和６２年（１９８７）秋７７
歳で逝去されました。晩年のひとり暮らしの寂し
い思いから、是非多くのお年寄りが和やかに集う
場として利用して欲しいと遺言を残され、永年住
み慣れた愛着ある土地を平塚市に寄贈されまし
た。

１　施設の概要
（１）所在地
平塚市立野町３１番２０号

（２）建物概要
ア　開所時期　　平成３年４月１２日
イ　構　　造　　鉄筋コンクリート造地下１階
　　　　　　　　地上４階建
ウ　敷地面積　　１，２６８㎡
エ　延床面積　　２，３５６．７７㎡

２　利用状況（１7年度実績）
（１）介護保険事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位　人）

居宅介護支援事業
（ケアプラン作成件数）

訪問介護事業
（利用者）

通所介護事業
（利用者）

２，６２０ １３５ １０８

（２）支援費事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位　人）
身体障害者指定居宅　　
介護等支援事業（利用者）

知的障害者指定居宅　　
介護等支援事業（利用者）

児童指定居宅　　　　　
介護等支援事業（利用者）

２８ ５ １
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年　　表
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年　　代 出　　来　　ご　　と

昭和２１年（１９４６） ９月

 ９月

 １１月

 １１月

□　民生委員令施行（方面委員令廃止）

□　旧生活保護法公布

□　日本国憲法公布

□　第１回全国民生委員大会

昭和２２年（１９４７） ５月

 １１月

 １１月

□　日本国憲法施行

□　共同募金運動開始

□　児童福祉法公布・児童委員に民生委員を充てる

昭和２３年（１９４８） ７月 □　民生委員法制定（民生委員令廃止）

昭和２４年（１９４９） ３月

 ４月

 １２月

△　第１回県民生委員大会開催

△　平塚市立浜岳中学校に県内初の特殊学級設置

□　身体障害者福祉法公布

昭和２５年（１９５０） ４月

 ５月

□　身体障害者福祉法施行

□　生活保護法（新法）公布

昭和２６年（１９５１） ３月

 ４月

□　社会福祉事業法公布

△　神奈川県社会福祉協議会設立

昭和２７年（１９５２） ４月 △　社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会新発足
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年　　代 出　　来　　ご　　と

昭和２７年（１９５２） ５月

 ８月

△　県共同募金会が社会福祉法人化

□　日本赤十字社法公布

昭和２８年（１９５３） ４月

 １０月

☆　平塚市社会福祉協議会（任意団体）発足

初代会長（法人化前）「守屋宣英（民生委員総務）」氏

△　「赤い羽根作文コンクール」の実施

昭和２９年（１９５４） ３月

 ４月

 ４月

 ８月

□　ビキニ原爆実験で第五福竜丸被災

△　社会福祉事業振興資金設置

☆　第２代会長（法人化前）「吉川順弘（民生委員総務）」氏

□　第１回保母試験開始

昭和３０年（１９５５）　 ８月

 １１月

□　森永砒素ミルク事件

□　世帯更生資金貸付業務開始

昭和３１年（１９５６） ５月

 ６月

 １２月

□　売春防止法公布

☆　平塚母子福祉協会　発足

□　国際連合に加盟

昭和３２年（１９５７） ※

 ※

□　市区町村社協の当面の活動方針

△　県下市郡社協専任職員設置費用交付（共募配分）

昭和３３年（１９５８） ４月

 ６月

 ９月

△　地域社協育成費助成開始

△　貴峯荘第一職業更生センター設立（身体障害者授産施設）

△　県、平塚貴峯荘授産所設立
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年　　代 出　　来　　ご　　と

昭和３４年（１９５９） ４月

 ４月

 ※

□　国民年金法施行、福祉年金法公布

☆　第３代会長（法人化前）「戸川貞雄（市長）」氏

△　平塚保健所に「精神衛生相談所」を設立

昭和３５年（１９６０） ３月

 ４月

 ４月

 ５月

 ７月

 ７月

□　精神薄弱者福祉法公布

□　心配ごと相談国庫補助開始

△　県単専任職員設置費補助制度

△　法外援護助成費支給

△　平塚ふじみ園設立（救護施設）

□　身体障害者雇用促進法公布

昭和３６年（１９６１） ４月

 ４月

 ４月

 ４月

 ６月

□　「世帯更正運動」を「しあわせを高める運動」に改称

□　拠出制国民年金発足

□　国民健康保険全国に普及

△　市郡町村社協被保護者慰問費の補助開始

△　点訳奉仕団（会）連絡協議会結成

昭和３７年（１９６２） ５月

 ５月

 １２月

□　全社協「社協基本要項」発表（旧版）

□　徳島県で善意銀行設立

△　社協職員の会開催

昭和３８年（１９６３） ３月

 ４月

 ４月

 ７月

 ７月

☆　平塚点訳赤十字奉仕団　発足

☆　第４代会長（法人化前）「加藤一太郎（市長）」氏

△　地区社協推進活動費助成事業開始

□　老人福祉法公布

△　県社協に社会福祉協力センター設置（ボラセンの前身）
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年　　代 出　　来　　ご　　と

昭和３８年（１９６３） ８月

 ※

☆□　全社協・中央共募「善意銀行（ボランティアビューロー）の

運営と育成について」通知

☆　市社協に社会福祉協力センター設置（ボラセンの前身）（設

置規程S39.8.1制定）

昭和３９年（１９６４） ７月

 １０月

 １０月

 １１月

 ※

□　母子福祉法公布

□　東海道新幹線開通

□　第１８回オリンピック東京大会開催

□　パラリンピック（国際身体障害者スポーツ大会）東京大会開

催

☆　神田、土沢、旭、金目の４地区社協設立

昭和４０年（１９６５） ４月

 ※

 ※

△　被保護者付添看護料金差額補給費交付開始

△　県七沢リハビリテーションセンター開設

☆　花水、城島、金田、豊田の４地区社協設立

昭和４１年（１９６６） ４月

 ９月

 １０月

 ※

□　市町村社協職員国庫補助開始

□　敬老の日、国民の祝日に決定

☆　第１回社会福祉展開催

☆　富士見、港、岡崎の３地区社協設立

昭和４２年（１９６７） ９月

 ※

△　民生委員制度５０周年記念事業

☆　松原地区社協設立

昭和４３年（１９６８） ３月

 ４月

□　全社協「市町村社協当面の推進方策」通知

△　生活困窮者緊急援護事業費助成
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年　　代 出　　来　　ご　　と

昭和４３年（１９６８） １１月 □　全社協ボランティア活動研究委員会「ボランティア育成基

本要項」策定

昭和４４年（１９６９） ５月

 ６月

 ６月

 ※

☆　第５代会長（法人化前）「安藤好明（保護司会長）」氏

△　県社協の社会福祉協力センター改組、県社協善意銀行が専

任職員３名で発足

☆　市社協の社会福祉協力センター改組、市社協善意銀行で発

足（設置規程S44.7.15制定）

☆　崇善、大野（真土）の２地区社協設立

昭和４５年（１９７０） ３月

 ５月

 ※

 ※

□　日本万国博覧会EXPO'７０開催

□　心身障害者対策基本法公布

□　市町村社協活動発展中期計画策定指針

△　平塚市総合開発計画に市社協の整備強化、法人化促進・総合

福祉会館建設が計画される

昭和４６年（１９７１） １０月

 ※

 ※

 ※

△　交通遺児援護基金事業開始

☆　B５版４ページ「福祉だより」発行

☆　母子家庭慰安のつどい　開催

△　いのちの電話開設

昭和４７年（１９７２） ９月 △　世帯更正資金貸付事業改正、福祉資金新設

昭和４８年（１９７３） １月

 １０月

 ※

□　老人医療費無料化制度

□　全社協「市区町村社協強化要項」策定

☆　昭和５０年度法人化を目標に準備着手



─ 80 ── 80 ─

年　　代 出　　来　　ご　　と

昭和４８年（１９７３） ※ ☆　中原、八幡、南原、四之宮の４地区社協設立

昭和４９年（１９７４） ４月

 ４月

 ８月

 ※

△　地域福祉推進協議会運営費助成事業実施

△　小地域活動の推進助成金交付

△　県ライトセンター設立（点字図書館等）

△　身体障害者モデル都市の指定（平塚市）

昭和５０年（１９７５） ３月

 ４月

 ４月

 ４月

 ４月

 ９月

 ９月

 ※

 ※

 ※

 ※

 ※

☆　社会福祉法人として認可（３月３１日）

☆　社会福祉法人として登記（４月９日）

☆　初代会長（法人化後）に「安藤好明」氏

☆　平塚市福祉会館　開館

☆　市社協事務局が平塚市福祉会館内へ移動

☆　「福祉だより」を「社協ひらつか」に名称変更し、新創刊号発

行

□　全社協「中央ボランティアセンター」発足

☆　善意銀行設置規程制定

☆　横内地区社協分離設立

☆　第１回ボランティアスクール開催（５日間）

☆　身体障害者結婚祝い金制度（初回は、昭和５１年１月）

△　社会福祉大会を市主催行事に統合（市社協は後援団体）

昭和５１年（１９７６） ※

 ※

 ※

 ※

☆　善意銀行設置規程改正（ボランティアスクール分科会・奉仕

活動推進委員会を新設）

☆　善意銀行をボランティアセンターに位置付け

☆　ボランティアコーナーの整備（設置要領策定）

☆　第１回ボランティア看護講習会開催
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年　　代 出　　来　　ご　　と

昭和５２年（１９７７） １月

 ２月

 ４月

 ４月

 ５月

 ６月

 ６月

 １２月

 １２月

 ※

 ※

 ※

☆　総合研究委員会　発足（３月答申）

☆　第１回ユニークダンスの会　開催

□　全国ボランティア活動振興センター設置

□　ボランティア保険発足（全社協）

□　民生委員制度６０周年活動強化方針策定

△　ともしび基金の創設

△　「県善意銀行」を「県ボランティアセンター」に改組

☆　ひとり暮らし老人へテレビ寄贈（テレビのない方）

☆　おせち料理の配布（ひとり暮らし老人、父子世帯対象）

☆　なでしこ地区社協分離設立

☆　ボランティアセンターの充実（福祉地図づくり分科会・ボラ

ンティアだより編集分科会・研究開発分科会発足）

☆　高額療養費つなぎ資金貸付制度開始

昭和５３年（１９７８） ２月

 ４月

 ８月

 １０月

 １０月

 ※

 ※

☆　ボランティアのつどい　開催（県、市社協主催・湘南ブロッ

クと施設職員）

△　県民児協「１０万人ボランティア育成運動」

☆　第１回ふれあい広場開催（協力：日産労組平塚支部青年部）

□　総理府及び全社協委託「老人の生活圏と環境条件の相関に

関する調査」（平塚市社協共催）実施

△　進和第一生活ホーム設立（知的障害者生活ホーム）

☆　ボランティアだより創刊号発行

☆　県社協地域福祉活動モデル地区指定（富士見地区社協）

昭和５４年（１９７９） １月

 ３月

 ４月

□　国際児童年

△　地域ともしび運動推進協議会結成

☆　第２代会長に「山崎昌雄」氏
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年　　代 出　　来　　ご　　と

昭和５４年（１９７９） ４月

 １０月

 １１月

 １１月

 ※

△　地域社協へボランティア・コーディネーター設置費助成開

始

☆　第３代会長に「青木一郎」氏

☆　全国社会福祉協議会　会長表彰を受賞（１１月２日）

☆　全社協主催の中堅職員研修会　開催（１１月２０・２１・

２２日）

△　県単独ボランティア事故共済制度発足

昭和５５年（１９８０） ４月

 ４月

 ６月

 ８月

 ８月

 ※

△　地域福祉活動育成強化事業開始

△　県ろうあセンター設置

△　施設社会化モデル事業開始

△　県ともしび基金管理員会設置

△　財団法人生きがい事業団　発足

☆　母子福祉協会が解消し、平塚市母子福祉なでしこ会　発足

昭和５６年（１９８１） １月

 １月

 ４月

 ５月

 １１月

 ※

 ※

 ※

□　国際障害者年

△　ともしび県民会議を国際障害者年の民間推進組織に位置付

け

△　小地域活動促進事業開始

□　障害に関する用語整理の法律公布（つんぼ・おし・盲を改正）

□　１２月９日を「障害者の日」として制定

☆　社会福祉基金創設

☆　国際障害者年記念事業　作品展を実施

☆　結婚相談が市実施から市社協実施へ（昭和３１年６月開始）

昭和５７年（１９８２） ４月 △　進和学園福祉ホーム設立（知的障害者福祉ホーム）
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年　　代 出　　来　　ご　　と

昭和５７年（１９８２） ４月

 ６月

 ８月

 １０月

 ※

△　「だれもが住みよい福祉の街づくり推進指針」策定

△　市区町村社協法制化運動の展開

□　老人保健法公布

☆　社会福祉展の会場が梅屋から市民プラザに

☆　ボランティア研修会　開催（テーマ：ふれあいの輪をひろげ

るために）

昭和５８年（１９８３） ２月

 ４月

 ５月

 ８月

 ※

 ※

□　老人保険法施行

△　精陽学園設立（肢体不自由児療護施設）

□　市町村社協法制化なる

☆　第４代会長に「長田　裕」氏

△　「社協発展段階表」活動強化指針まとめる

☆　火災報知器設置（寝たきり老人、ひとり暮らし老人、身体障

害者世帯へ）

昭和５９年（１９８４） ４月

 ４月

 ４月

 ※

☆　平塚市福祉会館・東部福祉会館白寿荘・老人憩いの家七国荘

の管理を受託

△　地域福祉推進事業開始

△　「市町村社協発展段階表」「市区町村社協強化指針」発表

☆　地域福祉推進体制整備事業（基礎的福祉圏モデル事業に港、

花水地区指定）

昭和６０年（１９８５） １月

 ７月

 ※

□　国際青年の年

☆　「社協だよりひらつか」を「福祉だよりひらつか」に名称変更

☆　地域福祉推進体制整備事業（基礎的福祉圏モデル事業に富

士見、なでしこ地区指定）
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昭和６１年（１９８６） ４月

 １０月

 ※

 ※

△　地域ボランティア・センターへの補助方式の改正、地区ボラ

ンティア・センター活動促進事業開始

☆　平塚市地域福祉推進計画の答申

☆　地域福祉推進体制整備事業（基礎的福祉圏モデル事業に崇

善、松原地区指定）

☆　平塚おもちゃ図書館開設

昭和６２年（１９８７） ２月

 ２月

 ４月

 ４月

 ６月

 ※

 ※

☆　ふれあいフェスティバル＝福祉基金感謝のつどい（２月１

日）

△　ともしび運動１０周年記念「まちづくりのつどい」の開催

（２月１９日）

□　社会福祉士及び介護福祉士法成立

△　在宅福祉推進事業開始

△　民生委員制度創設７０周年記念大会開催

☆　第１回家庭看護法講習会　開催

☆　地域福祉推進体制整備事業（基礎的福祉圏モデル事業に中

原、南原地区指定）

昭和６３年（１９８８） １１月

 ※

 ※

 ※

☆　第１回ともしび市民フェスティバル　開催（１１月３・４

日）

☆　第１回老人給食ボランティア研修会　開催

☆　ボランティアセンター設置規程制定（善意銀行名称変更ボ

ランティアセンターに統一）

☆　地区社協あり方検討委員会　発足

平成元年（１９８９）・昭和

６４年（１月７日まで） ４月 ☆　「ボラントピア事業」の指定を受ける
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平成元年（１９８９）・昭和

６４年（１月７日まで） ４月

 ４月

 ４月

 ※

 ※

 ※

☆　在宅福祉サービスセンター　開設

☆　ホームヘルプサービス事業開始

☆　老人憩いの家七国荘　改修オープン

☆　旭南、旭北、大神、田村地区社協分離設立

☆　地域福祉推進体制整備事業（基礎的福祉圏モデル事業に豊

田、金田、旭南、旭北地区指定）

☆　ボランティアセンター運営委員会発足

平成２年（１９９０） ６月

 ７月

 ８月

 １０月

 ※

 ※

□　社会福祉事業法等福祉関係八法改正法国会で決議

☆　　サーフ９０ともしびふれあい広場INひらつか　開催

□　全社協新社協基本要項発表

□　「世帯更生資金貸付制度」が「生活福祉資金貸付制度」に名称

変更

☆　生活支援地域活動事業（生活支援福祉相談）開始

☆　入浴サービス事業開始

平成３年（１９９１） ３月

 ４月

 ４月

 １０月

 １１月

 １１月

☆　夕陽ヶ丘ミニデイホーム　開所（旧夕陽ヶ丘保育園管理人

室）

☆　在宅福祉サービスセンター平塚栗原ホーム　開所、管理を

受託

☆　デイサービス事業開始（栗原ホームにて）

☆　ふれあいのまちづくり事業開始

☆　第5代会長に「松田一郎」氏

☆　厚生大臣表彰受賞（社会福祉事業法４０周年）（１１月８日）

平成４年（１９９２） ５月 ☆　第１回ふれ愛まつり　開催（福祉施設地域福祉活動啓発事

業を市社協から伸生会へ委託）
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平成４年（１９９２） ６月

 ７月

 ※

☆　第6代会長に「長田　裕」氏（再任）

☆　第１回ワークキャンプ　開催

☆　給食サービス事業開始

平成５年（１９９３） １月

 ※

 ※

☆　ともしびカルチャー「挑戦！リフォーム術」　開催（平塚養

護学校）

☆　生活福祉資金貸付事業活性化モデル事業

☆　地区ふれあい福祉相談開始（当初２０ヶ所）

平成６年（１９９４） １月

 １月

 ５月

 １１月

□　国際家族年

☆　主任児童委員制度の創設

☆　第１回土曜スクール　開催

☆　県共同募金会平塚市支会として中央共募会長表彰を受賞

（１１月２８日）

平成７年（１９９５） １０月

 １０月

☆　第７代会長に「遠藤武彦」氏

☆　平塚市社会福祉協議会職員労働組合結成

平成８年（１９９６） ３月

 ５月

☆　第二次平塚市地域福祉推進計画　策定

☆　南部福祉会館・袖ケ浜デイサービスセンター開設（なぎさふ

れあいセンターの受託）

平成９年（１９９７） ※

 ２月

 ３月

 １０月

□　社会福祉基礎構造改革論議のスタート

☆　市社協でカジュアルデー導入

☆　在住外国人フォーラム　開催

△　第９回かながわ高齢者文化祭「湘南ひらつかさわやかまつ

り」　開催
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平成１０年（１９９８） ２月

 ２月

 ３月

 １１月

 １１月

 １２月

☆　第１回ナイトスクール（夜間ボランティアスクール）　開催

☆　地区住民懇談会　開催（４ブロックに分けて）

□　長野パラリンピック冬季競技大会　開催

☆　全社協　優良社会福祉協議会会長表彰　富士見地区社協が

受賞（１１月２０日）

△　第３４回全国身体障害者スポーツ大会（かながわ・ゆめ大

会）　開催

□　特定非営利活動促進法施行（３月公布）

平成１１年（１９９９） ２月

 ４月

☆　第１号町内福祉村　開所（松原地区・松原分庁舎）

☆　第８代会長に「木島俊雄」氏

平成１２年（２０００） 3月

 ３月

 4月

 ４月

 ４月

 ４月

☆　袖ケ浜デイサービスセンターから撤退

☆　第２号町内福祉村　開所（花水地区・南部福祉会館）

□　社会福祉法改正・介護保険導入

☆　基幹型在宅介護支援センター　開設

☆　ひらつかあんしんセンター　開設（地域福祉権利擁護事業）

☆　平塚栗原ホーム介護保険事業スタート

平成１３年（２００１） １月

 ３月

 ９月

□　ボランティア国際年

☆　第３号町内福祉村　開所（港地区・湘南バンク港ベイサイド

ホール）

△　第１０回全国ボランティアフェスティバルかながわ　開催

平成１４年（２００２） ３月

 １０月

☆　夕陽ヶ丘デイホームから撤退

☆　「ともしび市民フェスティバル」を「福祉フェスティバル」に

改称
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平成１４年（２００２） １１月

 ※

☆　イベント統合し「福祉まつり」に改称。会館まつり、社会福

祉展、社会福祉を考えるつどいを同時開催

☆　子育て支援育成事業開始

平成１５年（２００３） ２月

 ４月

 ４月

 ４月

 ４月

 ７月

☆　第４号町内福祉村　開所（金田地区・金田公民館付属施設）

□　障害者居宅介護事業スタート

□　障害者支援費制度導入

☆　平塚市子育て支援センター事業受託

☆　第９代会長に「三次克則」氏（４月１５日～）

☆　平塚市ファミリー・サポート・センター開設

平成１６年（２００４） １月

 10月

 １1月

☆　第５号町内福祉村　開所（岡崎地区・鈴の里）

☆　新潟県中越地震緊急救援物資搬送及び11月支援活動派遣

☆　平塚市社協法人化３０周年記念事業実施（福祉ふれあい10

日間）

平成１７年（２００５） ４月

 １１月

 １２月

☆　個人情報保護に関する方針及び規程の制定

☆　地域包括支援センター設置決定。（富士見、崇善、松原地区

担当）

☆　指定管理者に決定する。（福祉会館等4館及び平塚栗原ホー

ム）

 年表の参考資料：福祉社会をひらく：神奈川県社会福祉協議会の４０年より
 　　　　　　　：「福祉だよりひらつか」縮刷版１号～５０号
 　　　　　　　：「福祉だよりひらつか」
 　　　　　　　：「ボランティアセンターのあゆみ」
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館
87

3,0
69

,45
2 

22
平

成
8

年
度

19
96

H
9.3

.31
1,0

08
,61

9,0
44

91
5,2

33
,47

6
93

,38
5,5

68
6

社
会

福
祉

基
金

平
塚

栗
原

ホ
ー
ム
ホ

ー
ム

ヘ
ル
プ

サ
ー
ビ
ス

事
業

平
塚

栗
原

ホ
ー

ム
デ

イ
サ

ー
ビ
ス

事
業

平
塚

市
福

祉
会

館
平

塚
市

南
部

福
祉

会
館

平
塚

市
袖

ケ
浜

デ
イ
サ

ー
ビ
ス

事
業

93
4,6

63
,74

6 

23
平

成
9

年
度

19
97

H
10

.3.
31

0
1,0

62
,67

2,0
39

 
97

6,6
76

,25
8 

85
,99

5,7
81

 
6

社
会

福
祉

基
金

平
塚

栗
原

ホ
ー
ム
ホ

ー
ム

ヘ
ル
プ

サ
ー
ビ
ス

事
業

平
塚

栗
原

ホ
ー

ム
デ

イ
サ

ー
ビ
ス

事
業

平
塚

市
福

祉
会

館
平

塚
市

南
部

福
祉

会
館

平
塚

市
袖

ケ
浜

デ
イ
サ

ー
ビ
ス

事
業

94
5,5

91
,81

1 

24
平

成
10

年
度

19
98

H
11

.3.
31

1,0
71

,30
9,6

40
 

96
3,5

58
,75

6 
10

7,7
50

,88
4 

6
社

会
福

祉
基

金
ホ

ー
ム

ヘ
ル

プ
サ

ー
ビ
ス

事
業

平
塚

栗
原

ホ
ー

ム
デ

イ
サ

ー
ビ
ス

事
業

福
祉

会
館

南
部

福
祉

会
館

袖
ケ

浜
デ

イ
サ

ー
ビ
ス

事
業

98
5,9

99
,27

1 

25
平

成
11

年
度

19
99

H
12

.3.
31

1,1
83

,13
4,3

36
 
1,0

74
,55

7,4
78

 
10

8,5
76

,85
8 

7
社

会
福

祉
基

金
交

通
遺

児
等

福
祉

基
金

ホー
ムヘ

ルプ
サ

ービ
ス

事
業

平
塚

栗
原

ホ
ー

ム
デ
イ
サ

ー
ビ
ス

事
業

福
祉

会
館

南
部

福
祉

会
館

袖
ケ

浜
デ

イ
サ

ー
ビ
ス

事
業

1,0
09

,76
8,2

10
 

26
平

成
12

年
度

20
00

H
13

.3.
31

0
1,1

99
,05

0,4
28

 
1,1

39
,65

0,6
01

 
59

,39
9,8

27
 

3
社

会
福

祉
基

金
交

通
遺

児
等

福
祉

基
金

平
塚

栗
原

ホ
ー
ム

1,0
97

,27
0,9

53
 

27
平

成
13

年
度

20
01

H
14

.3.
31

9
1,0

80
,66

1,5
38

 
1,0

18
,99

5,4
33

 
61

,66
6,1

05
 

3
社

会
福

祉
基

金
交

通
遺

児
等

福
祉

基
金

平
塚

栗
原

ホ
ー
ム

1,1
37

,41
5,4

56
 

28
平

成
14

年
度

20
02

H
15

.3.
31

1,0
15

,08
7,4

69
 

97
7,7

26
,58

2 
37

,36
0,8

87
 

0
会

計
基

準
の

変
更

に
より

、特
別

会
計

な
し

1,2
22

,24
3,3

59
 

29
平

成
15

年
度

20
03

H
16

.3.
31

9
1,1

49
,05

8,6
81

 
1,1

66
,60

9,6
63

 
△

17
,55

0,9
82

0
会

計
基

準
の

変
更

に
より

、特
別

会
計

な
し

1,1
79

,86
9,0

06
 

30
平

成
16

年
度

20
04

H
17

.3.
31

 
1,0

63
,98

6,9
48

 
1,1

04
,92

8,5
00

 
△

40
,94

1,5
52

0
会

計
基

準
の

変
更

に
より

、特
別

会
計

な
し

1,1
98

,53
3,5

35
 

31
平

成
17

年
度

20
05

H
18

.3.
31

 
89

9,4
36

,69
0

90
6,6

66
,21

1
△

7,2
29

,52
1

0
会

計
基

準
の

変
更

に
より

、特
別

会
計

な
し

1,2
14

,92
6,6

58
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別
表
２
：
会
費
・
賛
助
会
費
の
推
移

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

（
金

額
　

単
位

　
円

）
番
号

元
　
　
号

西
暦

会
員
区
分
会
員
数

会
費

賛
助
会
員
数

目
安

賛
助
会
費

還
　
元

還
元
率

1
昭

和
50

年
度

19
75

6
86

 
12

9,0
00

 

50
0円

90
5,8

00
 

0.0
0%

2
昭

和
51

年
度

19
76

6
90

 
13

5,0
00

 
90

3 
名

1,2
28

,80
0 

0.0
0%

3
昭

和
52

年
度

19
77

6
88

 
13

2,0
00

 
2,8

37
 

口
1,4

18
,50

0 
0.0

0%
4

昭
和

53
年

度
19

78
6

95
 

14
2,5

00
 

1,6
75

,50
0 

36
0,0

00
 

30
.00

%
5

昭
和

54
年

度
19

79
6

98
 

21
7,0

00
 

3,8
77

 
口

1,7
73

,50
0 

37
9,5

00
 

6
昭

和
55

年
度

19
80

6
99

 
22

0,0
00

 
2,0

08
,41

0 
44

0,3
73

 
7

昭
和

56
年

度
19

81
6

21
6,0

00
 

3,0
86

,85
1 

86
3,3

55
 

8
昭

和
57

年
度

19
82

6
21

6,0
00

 
3,6

58
,55

9 
1,7

97
,75

0 
50

.00
%

9
昭

和
58

年
度

19
83

6
94

 
21

0,0
00

 
11

,47
3 

人
5,0

17
,27

9 
3,0

10
,36

7 
60

.00
%

10
昭

和
59

年
度

19
84

6
97

 
21

7,0
00

 
12

,29
8 

人
6,0

49
,78

0 
4,2

34
,84

4 

70
.00

%

11
昭

和
60

年
度

19
85

6
98

 
21

9,0
00

 
15

,44
9 

人
6,9

89
,74

3 
4,8

92
,81

9 
12

昭
和

61
年

度
19

86
6

98
 

21
9,0

00
 

14
,50

8 
人

7,3
59

,81
1 

13
昭

和
62

年
度

19
87

6
10

8 
23

9,0
00

 
16

,88
8 

人
7,9

72
,82

5 
14

昭
和

63
年

度
19

88
6

11
0 

24
3,0

00
 

19
,98

4 
人

9,6
39

,05
1 

15
平

成
1

年
度

19
89

7
13

1 
43

3,0
00

 
23

,34
2 

人

30
0円

10
,15

3,5
21

 
7,1

06
,06

3 
16

平
成

2
年

度
19

90
7

13
1 

44
5,3

00
 

31
,62

7 
人

11
,91

2,5
81

 
8,9

34
,20

8 

75
.00

%

17
平

成
3

年
度

19
91

7
13

3 
45

0,3
00

 
34

,63
9 

人
13

,02
6,4

24
 

9,7
71

,31
5

18
平

成
4

年
度

19
92

10
15

1 
47

8,4
00

 
37

,69
8 

件
13

,86
1,9

30
 
10

,39
6,4

49
19

平
成

5
年

度
19

93
10

15
3 

48
8,4

00
 

43
,76

7 
件

16
,01

6,3
95

 
12

,33
3,2

68
20

平
成

6
年

度
19

94
10

15
7 

51
0,0

00
 

17
,66

5,3
79

 
13

,24
9,0

37
21

平
成

7
年

度
19

95
10

16
1 

52
0,3

00
 

18
,31

8,3
77

 
13

,73
8,0

36
22

平
成

8
年

度
19

96
10

16
3 

53
0,7

00
 

19
,53

1,4
52

 
14

,64
8,5

92
企
業
賛
助
数

目
安

企
業
賛
助
会
費

23
平

成
9

年
度

19
97

10
16

8 
54

5,1
00

 
19

,93
9,1

81
 
14

,95
4,3

91
23

社
5,0

00
 

20
0,0

00
 

24
平

成
10

年
度

19
98

10
17

5 
58

2,8
00

 
20

,02
8,7

18
 
15

,02
1,5

43
56

社
5,0

00
 

46
5,0

00
 

25
平

成
11

年
度

19
99

10
18

6 
61

5,7
00

 
20

,17
6,7

66
 
15

,13
2,5

78
83

社
5,0

00
 

56
5,0

00
 

26
平

成
12

年
度

20
00

10
19

6 
64

0,0
00

 
20

,34
6,6

49
 
15

,25
9,9

91
91

社
5,0

00
 

60
5,0

00
 

27
平

成
13

年
度

20
01

10
20

1 
65

3,1
00

 
20

,35
8,9

17
 
15

,26
5,4

33
77

社
5,0

00
 

50
5,7

19
 

28
平

成
14

年
度

20
02

10
20

6 
67

2,5
00

 
65

,64
1 

件
20

,42
6,6

04
 
15

,31
9,9

50
94

社
5,0

00
 

60
3,0

00
 

29
平

成
15

年
度

20
03

10
20

8 
67

6,5
00

 
61

,20
2 

件
20

,28
5,5

68
 
15

,21
4,1

79
97

社
5,0

00
 

58
5,0

00
 

30
平

成
16

年
度

20
04

10
21

1 
69

0,9
00

 
63

,84
9 

件
20

,49
5,1

64
 
15

,37
1,3

79
10

1
社

5,0
00

 
62

0,0
00

 
31

平
成

17
年

度
20

05
10

21
0 

69
8,2

00
 

63
,22

5 
件

20
,49

9,4
26

 
15

,37
4,5

75
10

2
社

5,0
00

 
57

1,0
00
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別
表
３
　
：
社
会
福
祉
基
金
の
推
移

番
号

元
号

西
暦

1
昭

和
50

年
度

19
75

2
昭

和
51

年
度

19
76

3
昭

和
52

年
度

19
77

4
昭

和
53

年
度

19
78

5
昭

和
54

年
度

19
79

　
　

　
　

（
金

額
　

単
位

　
円

）
6

昭
和

55
年

度
19

80
市
拠
出
金

件
数
民
間
寄
付
金
累
計
件
数

累
計
金
額

果
実
収
入
額

収
入
対
象

基
金
事
業
規
模

方
　
法

7
昭

和
56

年
度

19
81

50
,00

0,0
00

 
86

 
7,0

08
,37

1 
86

 
57

,00
8,3

71
 

37
,78

3
事

業
な

し
8

昭
和

57
年

度
19

82
50

,00
0,0

00
 

21
4 

22
,39

2,0
00

 
30

0 
12

9,4
00

,37
1 

4,0
44

,19
7

3,7
99

,90
0 

直
接

事
業

9
昭

和
58

年
度

19
83

50
,00

0,0
00

 
55

4 
26

,53
3,7

56
 

85
4 

20
5,9

34
,12

7 
7,6

86
,69

3
5,5

08
,00

0 
直

接
事

業
10

昭
和

59
年

度
19

84
50

,00
0,0

00
 

41
0 

16
,82

2,4
08

 
1,2

64
 

27
2,7

56
,53

5 
21

,77
8,5

11
10

,47
3,3

94
 

直
接

事
業

11
昭

和
60

年
度

19
85

50
,00

0,0
00

 
38

7 
18

,48
2,7

79
 

1,6
51

 
34

1,2
39

,31
4 

22
,31

6,0
23

19
,31

0,1
81

 
直

接
事

業
12

昭
和

61
年

度
19

86
50

,00
0,0

00
 

37
8 

14
,45

1,2
89

 
2,0

29
 

40
5,6

90
,60

3 
27

,81
2,7

34
24

,26
1,9

95
 

直
接

事
業

13
昭

和
62

年
度

19
87

36
9 

15
,03

6,4
13

 
2,3

98
 

42
0,7

27
,01

6 
28

,20
3,0

30
26

,26
6,7

59
 

直
接

事
業

14
昭

和
63

年
度

19
88

37
5 

17
,25

4,8
72

 
2,7

73
 

43
7,9

81
,88

8 
28

,79
4,9

61
25

,64
6,2

08
 

直
接

事
業

15
平

成
1

年
度

19
89

30
7 

66
,10

5,6
89

 
3,0

80
 

50
4,0

87
,57

7 
33

,38
6,6

13
27

,63
2,4

12
 

直
接

事
業

16
平

成
2

年
度

19
90

31
0 

18
,47

5,5
39

 
3,3

90
 

52
2,5

63
,11

6 
37

,22
2,1

45
32

,07
6,4

78
 

直
接

事
業

次
年
度
戻
入
額
実
質
事
業
費

17
平

成
3

年
度

19
91

50
,00

0,0
00

 
31

5 
16

,05
8,3

49
 

3,7
05

 
58

8,6
21

,46
5 

37
,49

6,8
87

43
,18

5,0
00

 
繰

出
し

6,6
79

,95
4 

36
,50

5,0
46

 
18

平
成

4
年

度
19

92
50

,00
0,0

00
 

33
5 

22
,86

9,0
67

 
4,0

40
 

66
1,4

90
,53

2 
37

,71
9,0

65
44

,58
4,0

00
 

繰
出

し
7,4

75
,44

2 
37

,10
8,5

58
 

19
平

成
5

年
度

19
93

27
9 

17
,40

0,8
85

 
4,3

19
 

67
8,8

91
,41

7 
36

,85
9,5

78
41

,20
5,0

00
 

繰
出

し
4,3

39
,64

0 
36

,86
5,3

60
 

20
平

成
6

年
度

19
94

26
8 

18
,05

1,3
73

 
4,5

87
 

69
6,9

42
,79

0 
32

,69
2,0

22
41

,39
8,0

00
 

繰
出

し
3,8

33
,15

1 
37

,56
4,8

49
 

21
平

成
7

年
度

19
95

28
4 

15
,08

8,8
84

 
4,8

71
 

71
2,0

31
,67

4 
15

,78
9,3

33
42

,92
5,0

00
 

繰
出

し
5,0

66
,10

7 
37

,85
8,8

93
 

22
平

成
8

年
度

19
96

30
5 

19
,93

8,7
37

 
5,1

76
 

73
1,9

70
,41

1 
25

,54
3,5

41
44

,20
1,0

00
 

繰
出

し
3,0

44
,09

8 
41

,15
6,9

02
 

23
平

成
9

年
度

19
97

29
4 

17
,08

6,0
42

 
5,4

70
 

74
9,0

56
,45

3 
24

,19
7,2

00
44

,20
0,0

00
 

繰
出

し
4,1

24
,25

1 
40

,07
5,7

49
 

24
平

成
10

年
度

19
98

32
1 

15
,64

9,0
87

 
5,7

91
 

76
4,7

05
,54

0 
24

,75
9,4

16
46

,15
0,0

00
 

繰
出

し
4,0

62
,64

6 
42

,08
7,3

54
 

25
平

成
11

年
度

19
99

31
3 

14
,54

1,0
73

 
6,1

04
 

77
9,2

46
,61

3 
24

,38
3,1

25
45

,82
0,0

00
 

繰
出

し
4,9

04
,05

6 
40

,91
5,9

44
 

26
平

成
12

年
度

20
00

29
1 

73
,37

9,9
39

 
6,3

95
 

85
2,6

26
,55

2 
24

,85
1,4

96
42

,45
3,0

00
 

繰
出

し
3,1

07
,21

9 
39

,34
5,7

81
 

27
平

成
13

年
度

20
01

26
2 

13
,56

0,4
07

 
6,6

57
 

86
6,1

86
,95

9 
24

,80
8,2

13
41

,30
8,0

00
 

繰
出

し
3,8

47
,35

4 
37

,46
0,6

46
 

28
平

成
14

年
度

20
02

23
5 

13
,00

8,5
16

 
6,8

92
 

87
9,1

95
,47

5 
24

,21
0,4

93
受

取
利

息
配

当
金

収
入

41
,30

8,0
00

 
繰

出
し

3,7
54

,18
3 

37
,55

3,8
17

 

29
平

成
15

年
度

20
03

23
8 

12
,03

2,7
74

 
7,1

30
 

89
1,2

28
,24

9 
24

,84
1,0

84
受

取
利

息
配

当
金

収
入

41
,60

4,8
11

 
年

度
内

精
算

0 
41

,60
4,8

11
 

30
平

成
16

年
度

20
04

23
9 

11
,07

3,8
88

 
7,3

69
 

90
2,3

02
,13

7 
20

,58
6,2

93
受

取
利

息
配

当
金

収
入

38
,48

0,3
48

 
年

度
内

精
算

0 
38

,48
0,3

48
 

31
平

成
17

年
度

20
05

23
0 

10
,81

7,1
98

7,5
99

91
3,1

19
,33

5
18

,38
2,6

53
受

取
利

息
配

当
金

収
入

20
,79

0,0
98

年
度

内
精

算
0 

20
,79

0,0
98

40
0,0

00
,00

0 
7,5

99
 

51
3,1

19
,33

5
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別
表
４
：
平
成
１
７
年
度
　
社
会
福
祉
基
金
事
業
の
内
訳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
単

位
　

円
）

事
業
名

事
業
内
容

予
算
額

決
算
額

差
引

備
　
　
　
　
　
　
　
　
考

 １
　
地
域
福
祉
活
動
の
条
件
整
備
及
び
推
進
に
関
す
る
事
業

9,
02
9,
00
0 
8,
82
9,
25
5 

19
9,
74
5

⑴
地

区
社

協
活

動
推

進
事

業
地

区
社

協
活

動
の

推
進

を
図

る
た

め
の

事
業

に
対

す
る

助
成

2,7
45

,00
0 

2,7
45

,00
0 

0
23

地
区

社
協

活
動

費
補

助
等

⑵
ひと

り暮
らし

高
齢

者
給

食
事

業
会

食
を

通
じ

、ひ
とり

暮
ら
し

高
齢

者
と
ボ
ラ
ン
テ
ィア

と
の

交
流

4,1
84

,00
0 

4,1
84

,00
0 

0
各

地
区

社
協

実
施

⑶
社

会
福

祉
啓

発
事

業
①

福
祉
ま
つ
り
開

催
経

費
50

0,0
00

 
45

1,9
35

 
48

,06
5

②
市

立
保

育
園

地
域

交
流

22
5,0

00
 

22
5,0

00
 

0
市

立
保

育
園

地
域

交
流（

22
,50

0円
×
10

園
）

⑷
地

区
福

祉
相

談
事

業
地

区
ふ

れ
あ

い
福

祉
相

談
事

業
助

成
74

5,0
00

 
74

5,0
00

 
0

地
区

社
協

で
原

則
月
1回

第
３
月
曜
日
実

施
⑸

ね
た
きり

高
齢

者
慰

問
事

業
本

人
に

尿
取
り
パ
ット
（

年
2回

配
布

）
63

0,0
00

 
47

8,3
20

 
15

1,6
80

尿
取
り
パ
ット
（

1回
目
、3

43
人

　
2回

目
、3

23
人

）
 ２
　
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
育
成
及
び
活
動
の
推
進
・
支
援
に
関
す
る
事
業

4,
71
0,
00
0 
3,
86
4,
89
6 

84
5,
10
4

⑴
ボ
ラ
ン
テ
ィア

育
成

①
一

般
市

民
ボ
ラ
ン
テ
ィア

養
成

45
0,0

00
 

21
0,5

96
 

23
9,4

04
土

曜
ス
ク
ー
ル・

ボ
ラ
ン
テ
ィア

ス
ク
ー
ル

・夜
間

ボ
ラ
ン
テ
ィア

ス
ク
ー
ル・

精
神

保
健

ボ
ラ
ン
テ
ィア

講
座

②
専

門
ボ
ラ
ン
テ
ィア

養
成

35
0,0

00
 

30
0,0

00
 

50
,00

0
点

訳
講

習
会

11
0,0

00
円・

手
話

講
習

会
40

,00
0円

×
2件

・誘
導

講
習

会
60

,00
0円

・要
約

筆
記

50
,00

0円
③

ボ
ラ
ン
テ
ィア

リ
ー
ダ

ー
養

成
28

0,0
00

 
18

0,0
00

 
10

0,0
00

連
絡

会
助

成
18

0,0
00

円（
リ
ー
ダ

ー
研

修
会

10
0,0

00
円

→
未

実
施

）

⑵
ボ
ラ
ン
テ
ィア

グ
ル

ー
プ

　
活

動
助

成
①

点
訳・

録
音

奉
仕

団
事

業
助

成
、テ

ー
プ
ライ

ブ
ラリ

ー
整

備
事

業
32

0,0
00

 
11

0,0
00

 
21

0,0
00

団
体

助
成

点
訳

11
0,0

00
円

（
録

音
11

0,0
00

円
及

び
テ

ー
プ・

書
籍

代
10

0,0
00

円
→

未
実

施
）

②
ボ
ラ
ン
テ
ィア

グ
ル

ー
プ

活
動

費
助

成
2,3

10
,00

0 
2,2

80
,00

0 
30

,00
0

57
グ
ル

ー
プ

助
成

⑶
ボ
ラ
ン
テ
ィア

啓
発

育
成

小
中

高
等

学
校

福
祉

活
動

助
成

1,0
00

,00
0 

78
4,3

00
 

21
5,7

00
28

校（
小

学
校

13
、中

学
校

12
、高

校
3）

 ３
　
各
種
援
護
の
充
実
を
図
る
事
業

3,
02
0,
00
0 
2,
63
0,
00
0 

39
0,
00
0

⑴
低

所
得

世
帯

援
護

①
低

所
得

世
帯

児
童

の
小

中
学

校
入

学
時

祝
金

支
給（

生
計

）
1,0

90
,00

0 
93

0,0
00

 
16

0,0
00

１
件

10
,00

0円
×
93

人
　

内
訳（

小
33

人
、中

男
26

人
、中

女
34

人
）

②
低

所
得

世
帯

児
童

の
小

中
学

校
入

学
時

被
服

購
入

費
助

成（
生

計
）

1,9
30

,00
0 

1,7
00

,00
0 

23
0,0

00
小

男
女

1件
10

,00
0円

×3
3人

、中
男

1件
20

,00
0円

×2
6人

、中
女

1件
25

,00
0円

×3
4人

 ４
　
そ
の
他
福
祉
施
策
の
充
実
を
図
る
た
め
の
活
動
経
費
及
び
助
成
事
業

4,
79
7,
00
0 
4,
34
9,
24
0 

44
7,
76
0

⑴
心

身
障

害
児

育
成

障
害

の
あ
る

児
童
と
保

護
者

を
慰

問
激

励
99

9,0
00

 
1,0

28
,23

0 
△

 2
9,2

30
バ

ス
レ
クリ

ェ
ー
シ
ョン

　
８０

世
帯

　
２５

８
人

⑵
母

子
父

子
世

帯
健

全
育

成
母

子
父

子
世

帯
の

交
流
と
激

励・
慰

安
64

8,0
00

 
36

1,4
92

 
28

6,5
08

バ
ス
レ
クリ

ェ
ー
シ
ョン

　
５０

世
帯

　
１３

４
人

⑶
地

域
作

業
所

育
成

①
自

動
車

購
入

費
1,6

00
,00

0 
1,6

00
,00

0 
0

山
晃

央
園

80
0,0

00
円

、麦
の

家
作

業
所

80
0,0

00
円

②
施

設
改

修
費

助
成

1,4
00

,00
0 

1,2
36

,71
8 

16
3,2

82
平

塚
二

葉
会

70
0,0

00
円

、地
域

作
業

所
愛

34
1,3

76
円

、麦
の

家
作

業
所

19
5,3

42
円

⑷
点

字
図

書
購

入
費

助
成

視
力

障
害

者（
１
～

2級
）の

点
字

図
書

購
入

に
対

す
る

助
成

15
0,0

00
 

12
2,8

00
 

27
,20

0
申

請
12

件
　（

限
度

額
、１

人
あ

た
り
30

,00
0円

ま
で

）
 ５
　
基
金
管
理
委
員
会
が
必
要
と
認
め
る
事
業

1,
43
2,
00
0 
1,
11
6,
70
7 

31
5,
29
3

⑴
福

祉
電

話
料

助
成

ひ
とり

暮
ら
し

高
齢

者
福

祉
電

話
料

助
成

1,2
32

,00
0 

1,1
16

,70
7 

11
5,2

93
加

入
者

、延
べ

55
人

（
２
)　

そ
の

他
の

福
祉

事
業

必
要

に
応
じ

支
出

す
る

経
費

20
0,0

00
 

0 
20

0,0
00

特
別

事
業

補
助

　
申

請
ナ
シ

合
　
　
　
　
　
　
　
計

22
,9
88
,0
00
 
20
,7
90
,0
98
 
2,
19
7,
90
2
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別
表
５
：
貸
付
事
業
の
推
移

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

（
金

額
　

単
位

　
円

）

番
号

元
　
　
号

西
暦

生
活
福
祉
資
金

離
職
者

一
時
貸
付（
新
規
貸
付
）

件
数

金
額

件
数

金
額

件
数

金
額

1
昭

和
50

年
度

19
75

27
 

9,5
74

,80
0 

11
 

13
8,0

00
 

2
昭

和
51

年
度

19
76

10
 

3,1
35

,00
0 

10
 

12
0,0

00
 

3
昭

和
52

年
度

19
77

22
 

10
,84

1,0
00

 
?

48
7,0

00
 

4
昭

和
53

年
度

19
78

34
 

20
,45

3,0
00

 
26

 
50

9,8
74

 
5

昭
和

54
年

度
19

79
21

 
8,9

35
,00

0 
11

 
23

0,0
00

 
6

昭
和

55
年

度
19

80
?

?
15

 
34

5,0
00

 
7

昭
和

56
年

度
19

81
16

 
10

,87
6,0

00
 

13
 

29
6,0

00
 

8
昭

和
57

年
度

19
82

21
 

23
,41

2,0
00

 
34

 
82

5,0
00

 
9

昭
和

58
年

度
19

83
25

 
13

,71
5,0

00
 

37
 

91
7,0

00
 

10
昭

和
59

年
度

19
84

15
 

11
,64

0,0
00

 
46

 
1,1

95
,20

0 
11

昭
和

60
年

度
19

85
16

 
9,4

94
,00

0 
33

 
1,0

74
,00

0 
12

昭
和

61
年

度
19

86
34

 
24

,84
2,0

00
 

34
 

1,0
73

,00
0 

13
昭

和
62

年
度

19
87

26
 

23
,12

7,0
00

 
35

 
1,1

43
,00

0 
14

昭
和

63
年

度
19

88
20

 
15

,96
7,0

00
 

29
 

96
0,0

00
 

15
平

成
1

年
度

19
89

32
 

30
,66

6,0
00

 
25

 
99

1,0
00

 
16

平
成

2
年

度
19

90
24

 
24

,92
2,0

00
 

27
 

1,0
29

,00
0 

17
平

成
3

年
度

19
91

23
 

25
,94

1,0
00

 
21

 
91

0,0
00

 
18

平
成

4
年

度
19

92
22

 
24

,19
1,0

00
 

22
 

90
0,0

00
 

19
平

成
5

年
度

19
93

16
 

8,9
50

,00
0 

32
 

1,4
00

,00
0 

20
平

成
6

年
度

19
94

30
 

30
,75

4,0
00

 
28

 
1,1

80
,00

0 
21

平
成

7
年

度
19

95
19

 
18

,80
7,0

00
 

10
 

45
0,0

00
 

22
平

成
8

年
度

19
96

16
 

20
,09

5,0
00

 
14

 
60

0,0
00

 
23

平
成

9
年

度
19

97
13

 
12

,73
4,9

50
 

26
 

1,1
60

,00
0 

24
平

成
10

年
度

19
98

21
 

17
,74

3,0
00

 
30

 
1,4

45
,00

0 
25

平
成

11
年

度
19

99
25

 
25

,82
7,0

00
 

26
 

1,2
40

,00
0 

26
平

成
12

年
度

20
00

19
 

9,9
97

,00
0 

42
 

1,9
95

,00
0 

27
平

成
13

年
度

20
01

22
 

16
,18

5,8
00

 
47

 
2,1

60
,00

0 
28

平
成

14
年

度
20

02
27

 
28

,87
0,2

00
 

5
5,8

80
,00

0 
45

 
1,8

45
,00

0 
29

平
成

15
年

度
20

03
22

 
16

,76
2,0

00
 

4
7,4

40
,00

0 
42

 
1,7

50
,00

0 
30

平
成

16
年

度
20

04
17

 
9,9

87
,00

0 
2

1,6
00

,00
0 

25
 

1,0
43

,00
0 

31
平

成
17

年
度

20
05

15
 

8,5
78

,00
0

0
0

36
 

1,4
55

,00
0



─ 96 ── 96 ─

別
表
６
：
共
同
募
金
額
の
推
移

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
（

金
額

　
単

位
　

円
）

番
号

元
　
　
号

西
　
暦

赤
い
羽
根
募
金

年
末
た
す
け
あ
い
募
金

合
　
　
　
計

1
昭

和
50

年
度

19
75

8,3
23

,58
1 

7,4
31

,14
3 

15
,75

4,7
24

 
2

昭
和

51
年

度
19

76
9,5

06
,95

7 
8,8

06
,34

9 
18

,31
3,3

06
 

3
昭

和
52

年
度

19
77

10
,46

2,5
53

 
9,3

35
,25

6 
19

,79
7,8

09
 

4
昭

和
53

年
度

19
78

11
,48

1,3
89

 
10

,30
5,6

91
 

21
,78

7,0
80

 
5

昭
和

54
年

度
19

79
12

,03
0,6

08
 

10
,90

2,3
51

 
22

,93
2,9

59
 

6
昭

和
55

年
度

19
80

12
,87

9,6
53

 
12

,48
8,9

72
 

25
,36

8,6
25

 
7

昭
和

56
年

度
19

81
13

,52
8,2

88
 

12
,97

1,3
33

 
26

,49
9,6

21
 

8
昭

和
57

年
度

19
82

14
,30

9,2
67

 
13

,87
6,2

01
 

28
,18

5,4
68

 
9

昭
和

58
年

度
19

83
15

,49
6,7

52
 

13
,62

5,1
24

 
29

,12
1,8

76
 

10
昭

和
59

年
度

19
84

14
,66

3,3
88

 
15

,03
3,6

97
 

29
,69

7,0
85

 
11

昭
和

60
年

度
19

85
15

,15
1,5

24
 

14
,94

1,7
23

 
30

,09
3,2

47
 

12
昭

和
61

年
度

19
86

15
,45

7,4
44

 
15

,64
4,2

36
 

31
,10

1,6
80

 
13

昭
和

62
年

度
19

87
17

,17
8,2

02
 

15
,36

3,2
09

 
32

,54
1,4

11
 

14
昭

和
63

年
度

19
88

18
,01

6,9
30

 
15

,98
4,4

14
 

34
,00

1,3
44

 
15

平
成

1
年

度
19

89
18

,27
6,3

18
 

16
,30

5,4
40

 
34

,58
1,7

58
 

16
平

成
2

年
度

19
90

18
,60

6,2
27

 
16

,82
8,1

23
 

35
,43

4,3
50

 
17

平
成

3
年

度
19

91
19

,57
6,4

02
 

17
,24

2,6
20

 
36

,81
9,0

22
 

18
平

成
4

年
度

19
92

19
,84

5,1
33

 
17

,74
9,9

42
 

37
,59

5,0
75

 
19

平
成

5
年

度
19

93
20

,01
8,0

74
 

17
,78

5,0
94

 
37

,80
3,1

68
 

20
平

成
6

年
度

19
94

20
,43

0,3
14

 
18

,85
8,8

74
 

39
,28

9,1
88

 
21

平
成

7
年

度
19

95
21

,02
5,1

94
 

18
,76

5,5
09

 
39

,79
0,7

03
 

22
平

成
8

年
度

19
96

21
,51

9,4
32

 
18

,95
5,1

20
 

40
,47

4,5
52

 
23

平
成

9
年

度
19

97
22

,46
3,1

99
 

19
,07

7,0
88

 
41

,54
0,2

87
 

24
平

成
10

年
度

19
98

23
,10

0,5
09

 
18

,76
4,5

52
 

41
,86

5,0
61

 
25

平
成

11
年

度
19

99
22

,92
3,9

38
 

19
,47

0,9
65

 
42

,39
4,9

03
 

26
平

成
12

年
度

20
00

22
,68

2,4
93

 
19

,19
7,2

69
 

41
,87

9,7
62

 
27

平
成

13
年

度
20

01
22

,22
5,0

40
 

19
,03

4,6
30

 
41

,25
9,6

70
 

28
平

成
14

年
度

20
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社会福祉法人平塚市社会福祉協議会定款

昭和５０年　４月　５日（設立認可）　　
昭和５０年　８月１６日（一部変更認可）
平成　元年　７月　１日（一部変更認可）
平成　３年　６月２５日（一部変更認可）
平成　６年１１月１１日（一部変更認可）
平成　８年　５月　８日（一部変更認可）
平成１１年　９月１０日（一部変更認可）
平成１２年　２月１７日（一部変更認可）
平成１２年　３月３０日（一部変更認可）
平成１４年　５月　１日（一部変更認可）
平成１５年　５月３０日（一部変更認可）

第１章　総則

（目的）
第1条　この社会福祉法人（以下「法人」という。）は、平塚市における社会福祉事業その他の社会福祉
を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図ること
を目的とする。
（事業）
第2条　この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
　⑴　社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
　⑵　社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
　⑶　社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
　⑷　⑴から⑶のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業
　⑸　保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業との連絡
　⑹　共同募金事業への協力
　⑺　ボランティア活動の振興
　⑻　生活支援相談事業
　⑼　福祉資金貸付事業
　⑽　老人介護支援センター事業（平塚市基幹型在宅介護支援センター）
　⑾　福祉サービス利用援助事業（ひらつかあんしんセンター）
　⑿　子育て支援事業
　⒀　居宅介護支援事業
　⒁　老人福祉センターの受託運営
　　ア　平塚市福祉会館
　　イ　平塚市東部福祉会館白寿荘
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　　ウ　平塚市南部福祉会館
　⒂　老人デイサービスセンター事業（平塚市在宅福祉サービスセンター平塚栗原ホーム）の受託運営
　⒃　老人憩いの家七国荘の受託運営
　⒄　居宅介護等事業
　⒅　その他この法人の目的達成のため必要な事業
（名称）
第3条　この法人は、社会福祉法人平塚市社会福祉協議会という。
（経営の原則）
第4条　この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行う
ため、自主的に経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営
の透明性の確保を図るものとする。
（事務所の所在地）
第5条　この法人の事務所を、神奈川県平塚市追分１番４３号に置く。

第２章 役員

（役員の定数）
第6条　この法人には、次の役員を置く。
　⑴　理事　　　１５名
　⑵　監事　　　　３名
２　役員の選任に当たっては、各役員について、その親族その他特殊の関係がある者が、理事のうちに３
名を超えて含まれてはならず、監事のうちにこれらの者が含まれてはならない。
（会長、副会長の選任及び法人の代表権）
第７条　この法人に、理事たる会長１名、副会長３名を置き、理事の互選により選任する。
２　会長のみが会務を統括し、この法人を代表する。
３　副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはあらかじめ会長の指名した副会長が、順次にその職
務を代理する。
４　会長、副会長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名した理事が、順次にその職務
を代理する。
５　会長個人と利益相反する行為となる事項及び双方代理となる事項については、第２項の規定にかかわ
らず、理事会において選任する他の理事が会長の職務を代理する。
（常務理事）
第8条　この法人に常務理事１名を置き、理事の中から会長が指名する。
２　常務理事は会長、副会長を補佐し、会長の命を受けて、この法人の常務を処理する。
（役員の任期）
第9条　役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。
２　補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
３　会長、副会長、常務理事の任期は、理事としての在任期間とする。
（役員の選任等）
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第10条　理事は、評議員会において選任し、会長が委嘱する。
２　監事は、評議員会において選任する。
３　監事は、この法人の理事、評議員、職員及びこれらに類する他の職務を兼任することができない。
（役員の報酬等）
第11条　役員の報酬については、勤務実態に即して支給することとし、役員の地位にあることのみに
よっては、支給しない。

２　役員には費用を弁償することができる。
３　前２項に関する規程は、理事会の議決を経て別に定める。
（理事会）
第12条　この定款に別段の定めのあるもののほか、この法人の業務の決定は理事をもって組織する理
事会によって行う。ただし、日常の軽易な業務は会長が専決し、これを理事会に報告する。

２　理事会は、会長がこれを招集する。
３　会長は、理事総数の３分の１以上の理事又は監事から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集
を請求された場合には、その請求のあった日から1週間以内にこれを招集しなければならない。

４　理事会に議長を置き、議長はその都度選任する。
５　理事会は、理事総数の３分の２以上の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。
６　前項の場合において、あらかじめ書面をもって、欠席の理由及び理事会に付議される事項について
の意思を表示した者は、出席者とみなす。

７　理事会の議事は、法令に特別の定めがある場合及びこの定款に別段の定めがある場合を除き、理事
総数の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

８　理事会の決議について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
９　議長及び理事会において選任した理事２名は、理事会の議事について議事の経過の要領及びその結
果を記載した議事録を作成し、これに署名又は記名押印しなければならない。

（監事による監査）
第13条　監事は、理事の業務執行の状況及び法人の財産の状況を監査しなければならない。
２　監事は、毎年定期的に監査報告書を作成し、理事会、評議員会及び神奈川県知事に報告するものと
する。

３　監事は、前項に定めるほか、必要があると認めるときは、理事会及び評議員会に出席して意見を述
べるものとする。

第３章　　評議員及び評議員会

（評議員会）
第14条　この法人に、評議員会を置く。
２　評議員会は、４０名の評議員をもって組織する。
３　評議員会は、会長が招集する。
４　会長は、評議員総数の３分の１以上の評議員又は監事から会議に付議すべき事項を示して評議員会
の招集を請求された場合には、その請求のあった日から２０日以内に、これを招集しなければならな
い。
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５　評議員会に議長を置く。
６　評議員会の議長は、その都度評議員の互選とする。
７　評議員会は、評議員総数の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。
８　この定款に別段の定めのあるもののほか、評議員会の議事は、評議員総数の過半数で決し、可否同
数のときは、議長の決するところによる。

９　評議員会の決議について、特別の利害関係を有する評議員は、その議事の議決に加わることができ
ない。

10  議長及び評議員会において選任した評議員２名は、評議員会の議事について議事の経過の要領及
びその結果を記載した議事録を作成し、これに署名又は記名押印しなければならない。

11　評議員の報酬については、勤務実態に即して支給することとし、評議員の地位にあることのみに
よっては、支給しない。

（評議員会の権限）
第15条　この定款に別段の定めのある場合を除くほか、次に掲げる事項については理事会の議決を経
て、原則として評議員会の議決を得なければならない。

　⑴　予算、決算、基本財産の処分、事業計画及び事業報告
　⑵予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄
　⑶　定款の変更
　⑷　合併
　⑸　解散（合併又は破産による解散を除く。以下この条において同じ。）
　⑹　解散した場合における残余財産の帰属者の選定
　⑺　その他、この法人の業務に関する重要事項で、理事会において必要と認める事項
２　評議員会は、この法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に対し
て意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役員から報告を徴することができる。

（評議員の資格等）
第16条　評議員は、社会福祉事業に関心を持ち、又は学識経験ある者で、この法人の趣旨に賛同して
協力する者の中から理事会の同意を得て、会長が委嘱する。

２　評議員の委嘱に当たっては、各評議員について、その親族その他特殊の関係がある者が３名を超え
て含まれてはならない。

３　評議員の選任に関する規程は、別に定める。
（評議員の任期）
第17条　評議員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。
２　補欠によって就任した評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

第４章　　会員

（会員）
第18条　この法人に会員を置く。
２　会員は、この法人の目的に賛同し、目的達成のため必要な援助を行うものとする。
３　会員に関する規程は、別に定める。
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第５章　　部会及び委員会

（部会及び委員会）
第19条　この法人に部会又は委員会を置く。
２　部会又は委員会は、専門的事項について、この法人の運営に参画し、或いは会長の諮問に答え、又は
意見を具申する。
３　部会及び委員会に関する規程は、別に定める。

第６章　事務局及び職員

（事務局及び職員）
第20条　この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
２　この法人に、事務局長を1名置くほか、職員若干名を置き、会長が任免する。
３　事務局及び職員に関する規程は、別に定める。　

第７章　　資産及び会計

（資産の区分）
第21条　この法人の資産は、これを分けて基本財産及び運用財産の２種とする。
２　基本財産は、次に掲げる財産をもって構成する。
　　　　現金　　３，０００，０００円
３　運用財産は、基本財産以外の財産とする。
４　基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第２項に掲げるため、必要な手続きをとらなけれ
ばならない。
（基本財産の処分）
第22条　基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事総数の３分の２以上の同意を得、
評議員会の議決を経て、神奈川県知事の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合に
は、神奈川県知事の承認は必要としない。
　⑴　独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
⑵　独立行政法人福祉医療機構と協調融資（独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のた
めの資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資
をいう。以下同じ。）に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合（協
調融資に係る担保に限る。）

（資産の管理）
第23条　この法人の資産は、理事会の定める方法により、会長が管理する。
２　資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換
えて、管理するものとする。
（特別会計）
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第 24 条　この法人は、特別会計を設けることができる。
（予算）
第25条　この法人の予算は、毎会計年度開始前に、会長において編成し、理事総数の３分の２以上の同
意を得、評議員会の議決を得なければならない。
（決算）
第26条　この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、毎会計年度終了後２月以内
に会長において作成し、監事の監査を経てから、理事会の認定を得、評議員会の承認を受けなければな
らない。
２　前項の認定を受けた書類及びこれに関する監事の意見を記載した書面については、各事務所に備えて
置くとともに、この法人の会員及びこの法人が提供する福祉サービスの利用を希望する者その他の利害
関係人から請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならな
い。
３　会計の決算上繰越金を生じたときは、次会計年度に繰り越すものとする。ただし、必要な場合には、
その全部又は一部を基本財産に編入することができる。
（会計年度）
第27条　この法人の会計年度は、毎年４月1日に始まり、翌年３月３１日をもって終わる。
（会計処理等）
第28条　この法人の会計処理状況は、常に明確にしておかなければならない。
２　この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経
理規程により処理する。
（臨機の措置）
第29条　予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするとき
は、理事総数の３分の２以上の同意を得、評議員会の議決を得なければならない。

第８章　　解散及び合併

（解散）
第30条　この法人は、社会福祉法（昭和26年法律第45号）第46条第１項第１号及び第３号から第６
号までの解散事由により解散する。
２　社会福祉法第46条第１項第１号及び第３号に規定する解散をする場合には、理事総数の３分の２以
上の同意を得、評議員会の議決により、神奈川県知事の認可又は認定を受けなければならない。
（残余財産の帰属）
第31条　解散（合併又は破産による解散を除く。）した場合における残余財産は、理事総数の３分の２
以上の同意を得、評議員会の議決により、社会福祉法人のうちから選出されたものに帰属する。
（合　併）
第32条　合併しようとするときは、理事総数の３分の２以上の同意を得、評議員会の議決により、神奈
川県知事の認可を受けなければならない。

第９章　　定款の変更
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（定款の変更）
第33条　この定款を変更しようとするときは、理事総数の３分の２以上の同意を得、評議員会の議決に
より、神奈川県知事の認可（社会福祉法第43条第１項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るも
のを除く。）を受けなければならない。
２　前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を神奈川県知事に
届け出なければならない。

第１０章　　公告の方法、その他

（公告の方法）
第34条　この法人の公告は、社会福祉法人平塚市社会福祉協議会の掲示場に掲示するとともに、平塚市
広報紙及びこの法人の機関紙に掲載して行う。
（施行細則）
第35条　この定款の施行についての細則は、理事会において定める。

附　　則
　この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なくこの定款に基づ
き役員の選任を行うものとする。
　　会　長（理事）　安  藤　好  明　
　　副会長（理事）　八  田  知  治
　　　同　（理事）　高  木  政  信
　　理　事　　　　　石  川  庄四郎　　　真  壁  　廉
　　　　　　　　　　池  田　泰  俊　　　志  村  良  平
　　　　　　　　　　山  崎　昌  雄　　　大  木  保太郎
　　　　　　　　　　宮  沢　志津以  　　古  賀　民  郎
　　　　　　　　　　富  田　レ  イ　　　岸  野　市  郎
　　　　　　　　　　石  川　京  一　　　河  野　庫之助
　　監　事　　　　　柳  川　  宏　  　　浅  沼　武  男
　　　　　　　　　　久  保　恒  雄
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平塚市社会福祉協議会法人化３０周年記念誌発行委員会設置要綱

（趣　旨）
第１条　この要綱は、平塚市社会福祉協議会（以下・市社協という）が法人化３０周年を迎えるにあたり、
３０年間の足跡を振り返り、今後の活動への指針とする記念誌を発行するため、「法人化３０周年記念
誌発行委員会」（以下・委員会という）を設置し、運営に関し、必要な事項を定める。

（目　的）
第２条　この委員会は、「平塚市社会福祉協議会法人化３０周年記念誌」を作成するため、その内容につ
いての検討を行なうことを目的とする。

（設　置）
第３条　この委員会は、総合企画委員会設置規程第９条の規程により小委員会として設置する。
　　また、第２条の目的を推進するために、作業委員会を設置することができる。

（委員会の役割）
第４条　この委員会は、市社協法人化３０周年記念誌発行に関し、次の事項について、必要な指導助言及
び編集作業の協働等を行なうことを役割とする。
　⑴　編集方針の決定及び編集に関すること
　⑵　情報の収集・提供に関すること
　⑶　その他必要が生じた課題に関すること

（委員の構成）
第５条　委員会は、１０名以内をもって構成し、うち１名を委員長、１名を副委員長とする。
２．正副委員長は委員の互選とする。ただし、委員長は総合企画委員会の委員があたる。

（委員の委嘱）
第６条　委員は、市社協理事・当事者・ボランティア・地区社協・民生委員・施設・学識経験者等の中か
ら、総合企画委員長の推薦に基づき、会長が委嘱する。

（委員長の職務）
第７条　委員長は、委員会の会務を統括し、委員長に事故ある時、または、委員長が欠けた時は副委員長
がその職務を代行する。
２．委員長は、委員会での検討状況および結果を総合企画委員会に報告しなければならない。

（委員会の招集）
第８条　委員会の招集は、必要に応じて委員長が行なう。
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（委員の任期）
第９条　委員の任期は、第４条に規定する役割が終了するまでとする。
２．中途（交替）で就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（意見聴取）
第10条　委員会は、必要に応じて委員以外の者に委員会への出席を求め、意見を聞くことができる。

（委　任）
第11条　この要綱に定めるものの他で必要な事項は、委員長の提案により総合企画委員会委員長と会長
の協議により別に定める。

　　　附　則
・この要綱は平成１６年８月２６日から施行する。

法人化３０周年記念誌発行委員会検討経過

回　数 日　程 検　討　内　容

１ 平成１６年８月２６日
（１） 委嘱状の交付
（２） 正副委員長の互選について
（３） ３０周年記念誌作成方法について

２ 平成１８年１月３１日
（１）３０周年記念誌（案）について
（２）３０周年記念誌の名称（案）について
（３）発行部数及び配付先について

３ 平成１８年３月３０日

（１） ３０周年記念誌（案）について
（２）３０周年記念誌の名称について
（３）発行部数及び配付先について
（４）記念誌の発行について
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平塚市社会福祉協議会法人化３０周年記念誌発行委員会委員名簿

Ｈ１６．８．２６

氏　　名 就任時の職名 備　　考

笹　尾　春　吉 平塚市社協副会長 ◎委員長
総合企画・広報委員長

池　野　實枝子 平塚市社協副会長

鷲　尾　　隆　 平塚市社協副会長

河　野　庫之助 平塚市社協元事務局長

小　出　　茂　 平塚市社協元事務局長

岩　井　良　一 平自連副会長 ○副委員長
副広報委員長

酒　井　かず子 平塚市社協施設部会長

堀　田　とき子 平障連事務局長 広報委員

池　田　泰　俊 平塚点訳赤十字奉仕団委員長

任期・・・Ｈ１６．８．２６から役割が終了するまで
　
事　務　局

氏　　名 職　　名 任　　期

佐　藤　建　夫 常務理事

柳　下　康　男 事務局長

磯　崎　　誠　 事務局次長 平成１７年３月３１日まで

江　藤　　昇　 事務局長代理→事務局次長

宮　代　孝　良 事務局長代理 平成１７年４月１日より

武　井　定　光 総務企画グループＧＭ

二　見　剛　平 総務企画グループ技能職長

羽　太　鎮　雄 総務企画グループ技能主任
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